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はじめに 

 

羽島市では、性別にかかわらず一人ひとりの考え方や生き方が尊

重され、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参

画社会の実現を目指し、平成１３年に「羽島市男女共同参画プラン」

を策定いたしました。その後、５年ごとに見直しを行いながら、様々

な取組を推進してまいりました。 

 

令和２年のプラン策定以降、働き方の多様化、ウェルビーイングの促進など、社会情勢

にも新たな動きが見えてきています。これまで実施した取組の検証や市民意識調査の結果、

社会情勢の変化や新たな課題を踏まえ、令和１１年度までを計画期間とする「羽島市男女

共同参画プラン２０２５」を策定しました。 

 

本プランは、これまでの取組を継続、発展させるものとし、「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づく「市町村推進計画」及び「配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）」に基づく「市町村基

本計画」を包含するものとして位置づけています。 

人権の尊重と多様性の理解を促進するとともに、仕事と健康の両立、男女間のＤＶ（ド

メスティック・バイオレンス）及びハラスメントの予防と被害者支援の強化に焦点をあて

ながら、すべての人が希望に応じて、あらゆる分野で活躍できる、活力ある持続可能な社

会の実現を目指してまいります。 

 

最後に、本プラン策定にあたり、市民の皆さんをはじめ、貴重なご意見を賜りました男

女共同参画懇話会委員並びに関係各位に対し、心からお礼を申し上げます。 

 

令和７年３月             羽島市長 松井 聡     
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⑴ 国の動き 

   平成１１年に「男女共同参画社会基本法」が公布、施行され、平成１２年に「男女共

同参画基本計画」が閣議決定されました。その後、改定を重ね、令和２年１２月に「第

５次男女共同参画基本計画」が策定され、次のような事項が目指すべき社会として掲げ

られています。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

※ＳＤＧsゴール一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平成１３年には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶

者暴力防止法）」が施行され、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等

の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

の取組がなされています。 

   平成２７年には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進

法）」が施行され、女性が自らの力を十分に発揮できる社会の実現を目指し、女性の職

業生活における活躍の推進のため、事業主に女性の採用や登用などのための行動計画

の策定を義務付けました。 

   さらに、令和６年には、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援

新法）」が施行され、日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女

性を支援するための体制整備等の取組が始まっています。 

第 1 章 策定にあたって 

１ プラン策定の背景 

男女共同参画基本計画の目指すべき社会 

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富

んだ、活力ある持続可能な社会 

② 男女の人権が尊重され、尊厳をもって個人が生きることのできる社会 

③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、

家庭生活を送ることができる社会 

④ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、※ＳＤＧs で掲げら

れている包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会

と協調する社会 
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⑵ 県の動き 

   男女共同参画社会基本法の施行、男女共同参画基本計画の策定を受けて、平成１５

年に「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例」が施行さ

れました。また、翌年の平成１６年には、当条例理念のもと、「岐阜県男女共同参画計

画（第 1次）」が策定されました。その後、見直しを重ねながら、令和６年には「岐阜

県男女共同参画計画（第５次）」が策定され、男女共同参画社会の実現のため様々な施

策が実施されています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岐阜県男女共同参画計画（第５次）の基本理念 

① 男女が性別にかかわりなく一人の人間として大切にされること、男女が性の違

いによる差別を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が得られ

ることなど男女の人権が等しく尊重されること。 

② 男女が、社会活動を行う上で、役割分担意識（「男は仕事、女は家事や育児に専

念すること」などと性によって役割を決める考えをいう。）から生まれる制度又

は慣習により自由な選択を妨げられることのないようにすること。 

③ 県、事業者その他の団体及び市町村が、その政策又は方針を計画し、決定する

場合に、男女が、対等な立場で参画する機会が得られること。 

④ 男女が、家庭生活で互いに協力し、また、社会の支援を受けながら、子育て、

家庭の介護などを行い、かつ、職場、学校、地域などにおける活動を行うこと

ができるようにすること。 

⑤ 県、県民、事業者その他の団体及び市町村が、この計画の目標実現のために協

力し、それぞれが責任を持って取り組むこと。 
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本市では、平成１３年に「羽島市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会

の実現に向け様々な取組を進めてきました。 

これまでの取組により、令和５年度に実施した「羽島市男女共同参画に関する市民意

識調査」の結果では、性別による男女の役割については、「男女ともに仕事をし、家事・

育児・介護の役割も分かち合うのがよい」と回答した男性の割合が増加する等、男女共

同参画意識が徐々に高まっています。 

一方で、男女の地位の平等感については、家庭生活から社会全体に関するほとんどの

分野で、『男性優遇』と感じる人の割合が高くなっており、固定的な性別役割分担意識が

いまだ根強く残っています。 

また、性の多様性に対する理解に関しては、ＬＧＢＴ等の内容を知っている割合が前

回調査と比較し、高くなっています。 

社会情勢では、第３次産業における女性就業者数は増加傾向にある状況のなか、結婚

や出産を契機に離職し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するＭ字カーブ1は解消されつ

つありますが、２０代をピークに正規雇用からに非正規雇用となるＬ字カーブ2が新たな

課題となっています。その対策として女性の就業スキル習得への支援が必要となってい

ます。 

さらには、男女ともに仕事と家事・育児あるいは介護との両立支援、ライフイベント

とキャリア形成を両立できる環境づくりが重要となります。そのため、本市職員に向け

た育児・介護休業制度等の働き方に関する施策をプランに織り込むことで、市内企業等

への相互情報共有によりウェルビーイング3の高い環境づくりを推進します。 

特に女性のキャリア形成においては、女性特有のライフイベントや健康課題に起因す

る望まない離職を防ぐための検診や相談の支援が必要となります。 

男女ともに職業生活における健康の維持・増進を社会全体で取り組むことで、すべて

の人が持続可能な形で自らの理想とする生き方と仕事の両立が可能となり、企業の生産

性、ひいては社会全体の活力向上に繋がります。 

こうした中、令和７年度からの新たな「羽島市男女共同参画プラン２０２５」では、

これまでの取組を継続、発展するものとし、市民意識調査の結果、国・県の動向、社会

情勢の変化、前プランにおける課題等を踏まえ、さらなる男女共同参画社会の実現を目

指すため策定するものです。 

 

※本プランにおける「男女」の用語については、多様な性的指向や性自認を尊重したう

えで使用しています。 

  

                        
1 Ｍ字カーブ：日本における女性の年齢階級別労働力をグラフで表したときに描かれるＭ字型のカーブ（曲線）をいう。

出産・育児期にあたる 30歳代で就業率が落ち込み、子育てが一段落した後に再就職する人が多いことを反映している。 
2 Ｌ字カーブ：女性の年齢階級別正規雇用比率が 25～29歳をピークに低下し、30～40代などは、非正規雇用が中心とな

る状況。 
3 ウェルビーイング：個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概

念。 

２ プラン策定の趣旨 



 

 4  

 

・羽島市人権施策推進指針 

・元気はしま２１ 

・羽島市地域福祉計画 など 

 

 

本プランは、「羽島市第七次総合計画」を上位計画とする分野別計画です。 

また、本プランは、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に規定されている「市町

村男女共同参画計画」として位置づけるとともに、女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律第６条第２項に基づく「羽島市女性活躍推進計画」、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に基づく「羽島市ＤＶ4防止対策基

本計画」を包含したプランとして策定します。 

 

■他計画と連携のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

                        
4 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）：配偶者（事実婚、別居を含む）やパートナーなど親密な関係にある人から振る

われる暴力のことをいう。暴力には殴る蹴るなどの暴力のみならず、威嚇する、生活費を渡さない、仕事につかせない、

性行為の強要、外出や交友関係を制限して孤立させるといった精神的な苦痛や経済的な抑圧なども含まれる。 

男女共同参画基本計画 

女性の職業生活における 

活躍の推進に関する法律 

羽島市第七次総合計画 

 

配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する法律 

岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例 

岐阜県男女共同参画計画 
岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等並び

に困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画 

【市役所内部の体制に関する計画】 

・女性職員の活躍の推進に関する 

特定事業主行動計画 

（関連計画） 

羽島市女性活躍推進計画（包含） 

整合 

岐 

阜 

県 

男女共同参画基本法 

女性の職業生活における活躍の 

推進に関する基本方針 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等のための施策に関する基本的な方針 

法 

律 

羽島市ＤＶ防止対策基本計画（包含） 羽 

島 

市 

国 

３ プランの位置づけ 

羽島市男女共同参画プラン 
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本プランの期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。ただし、国

内外の動向や社会情勢の変化に対応し、適切な施策の推進を図るため、必要に応じて見

直しを行います。 

 

 

 

本プランは、市民や有識者で構成する「羽島市男女共同参画懇話会」、市の部長級職員

で構成する「羽島市男女共同参画推進会議」及び市の課長級職員で構成する「羽島市男

女共同参画推進会議研究部会」が中心となり検討を行いました。 

また、本プランは、市民意識調査やパブリックコメントの実施など、各種の市民参画

の過程を経て策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和６年度 

（ 20 24 年 度 ） 

令和７年度 

（ 20 25 年 度 ） 

令和８年度 

（ 20 26 年 度 ） 

令和９年度 

（ 20 27 年 度 ） 

令和１０年度 

（ 20 28 年 度 ） 

令和１１年度 

（ 20 29 年 度 ） 

       

       羽島市男女共同参画プラン２０２５ 

前プラン 

４ プランの期間 

５ プランの策定体制 
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⑴ 人口 

本市の人口は、減少傾向にあり、令和５年には６６,７５３人となっています。 

（図表 1） 

また、６０歳以上の階級では男性よりも女性のほうが多くなっています。（図表 2） 

 

図表 1 男女別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：羽島市市民課（各年 10月 1日現在） 

 

 

図表 2 年齢別人口（男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：羽島市市民課（令和 5年 10月 1日現在）  

第２章 羽島市の現状 

１ 社会状況の変化 
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男性（32,935人） 女性（33,818人） 



 

 7  

   年少人口及び生産年齢人口の割合は、減少傾向にあり、一方で高齢者人口が増加傾

向にあります。平成２６年の高齢者人口は、１６,５４１人でしたが、令和５年には   

１８,８３９人まで増加しています。（図表 3） 

 

図表 3 年齢 3 区分別人口構成比と人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：羽島市市民課（各年 10月 1日現在） 

 

 

外国人人口は、増加傾向にあり、令和５年には１,４９９人で総人口に占める割合は

２.２５％となっています。（図表 4） 

 

図表 4 外国人人口の推移 

 
資料：羽島市市民課（各年 10月 1日現在） 
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世帯数は、増加傾向にあり、令和５年には、２７,９０６世帯となっており、平成   

２６年と比較し、２,７９５世帯増加しています。（図表 5） 

 

図表 5 世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：羽島市市民課（各年 10月 1日現在） 

 

 

本市の核家族世帯及び単独世帯の割合は、増加傾向にあります。（図表 6） 

本市の世帯構成の割合は、全国及び県と比較して核家族世帯が多く、単独世帯（世

帯人員が１人の世帯）が少なくなっています。（図表 7） 

 

図表 6 世帯構成比の推移           図表 7 世帯構成比の全国、県比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和 2年）                資料：国勢調査（令和 2年） 
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また、高齢単身世帯（６５歳以上の１人のみの世帯）及び高齢夫婦世帯（夫６５歳

以上、妻６０歳以上の夫婦１組のみの世帯）も増加しており、平成１７年と比べて約

２倍となっています。（図表 8） 

 

図表 8 高齢者世帯の推移   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年） 

 

 

ひとり親世帯は、母子・父子世帯ともに増加傾向にあり、令和２年には母子世帯が

４２４世帯、父子世帯が８１世帯となっています。（図表 9） 

 

図表 9 ひとり親世帯の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年） 
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⑵ 婚姻・離婚・出産 

婚姻件数は、減少傾向にあり、令和５年度は２００件となっています。（図表 10） 

離婚件数は、ほぼ横ばいで、令和５年度は１０９件となっています。（図表 11） 

 

図表 10 婚姻件数の推移              図表 11 離婚件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：羽島市市民課                 資料：羽島市市民課 

 

 

出生数は、減少傾向にあり、昭和４８年度の１,０６６人と比較すると、令和５年度

は３４８人で半数以下になっており、大きく減少しています。（図表 12） 

 

図表 12 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：羽島市市民課 
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羽島市 岐阜県 全国

合計特殊出生率5は、平成２４年以降、全国及び県を下回る傾向にありましたが、令

和３年には１.４６となっており、全国よりも高く、県とは同値になっています。 

（図表 13） 

 

図表 13 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：岐阜県「岐阜地域の公衆衛生」 

 

 

父母の第１子出生時の平均年齢は、令和３年には、父は３２.２歳、母は２９.８歳

となっています。父母ともに平成２４年と比較すると、概ね横ばいとなっています。 

（図表 14） 

 

図表 14 父母の第１子出生時の平均年齢の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜県「衛生年報」  

                        
5 合計特殊出生率：15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率の合計で、１人の女性が一生の間に産む平均子ども数を

表す。 
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⑶ 障がい者と要支援・要介護認定者 

身体障害者手帳の交付数は、概ね横ばいにありますが、療育手帳及び精神障害者保

健福祉手帳の交付数は増加傾向にあります。令和４年度の障害者手帳交付数は、身体

障害者手帳が２,３３３人、療育手帳が７３７人、精神障害者保健福祉手帳が６４５人

となっています。（図表 15） 

 

図表 15 障害者手帳の交付数の推移   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：羽島市福祉課 

 

 

介護保険における認定率（６５歳以上の被保険者に占める要支援・要介護認定者の

割合）は、増加傾向にあり、令和６年には１８.０％となっています。（図表 16） 

 

図表 16 介護保険における認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」（各年 3月末日現在）  
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⑷ 女性の就業 

女性就業者数は、第１次・第２次産業ともに減少傾向にあり、令和２年には第１次

産業は２１９人、第２次産業は２,６１３人となっています。一方で、第３次産業は増

加傾向にあり、令和２年には１１,６１３人となっています。（図表 17） 

県においては、本市と同様に、第１次・第２次産業が減少傾向、第３次産業が増加

傾向にあります。（図表 18） 

 

図表 17 本市の女性就業者数の推移     図表 18 岐阜県の女性就業者数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年）                資料：国勢調査（各年） 

 

    

女性の年齢階級別就業率6は、増加傾向にあります。また、出産、育児期に就労を離

れる女性が減少しており、３０歳代を底とするＭ字カーブは徐々に解消されつつあり

ます。（図表 19） 

 

図表 19 女性の年齢階級（5歳階級）別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：国勢調査（各年）  

                        
6 就業率：15歳以上人口に占める就業者（国勢調査における「就業者※」）の割合 

※給料、営業収益など収入を伴う仕事を少しでもした人。（一時的に休業した人を含む。） 
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女性の正規雇用比率（県）は、２５～２９歳を境に割合が減少しています。

一方で、非正規雇用比率は、２５～２９歳を境に高くなっています。出産を契

機に多くの女性が非正規雇用化するＬ字カーブを描いています。（図表 20） 

 

図表 20 年齢階級（5歳階級）別正規雇用比率及び非正規雇用比率（岐阜県）の推移（L字カーブの状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和 2年） 

 

 

男性の育児休業取得率（全国）は、増加傾向にあり、令和４年度は１７.１３％とな

っています。（図表 21） 

 

図表 21 男性の育児休業取得率（全国）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」  
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⑸ 審議会等への女性の登用 

市の審議会等女性登用率は、増加傾向にあり、令和５年に３１.７％となっています

が、県に比べ低い水準で推移しています。（図表 22・23） 

 

図表 22 審議会等女性登用率の推移

 
資料：内閣府男女共同参画局「内閣府男女共同参画局地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関す

る施策の進捗状況調べ」（各年 4月 1日現在） 

 

 

図表 23 市の審議会等女性登用率の推移 
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議会等数 
50 56 63 65 64 64 62 61 64 66 
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うち女性委員数（人） 249 283 329 324 328 326 313 313 322 335 

審議会等委員総数に占

める女性割合（％） 
23.3 25.1 28.3 28.4 28.8 29.5 29.1 29.9 30.1 31.7 

 

資料：羽島市市民協働課（各年 4月 1日現在）  
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⑹ 男女間における暴力 

配偶者暴力相談件数は、令和５年度で２１件となっています。（図表 24） 

配偶者暴力相談件数（全国）は、平成３０年度以降１１万件を超えており、女性の相

談が大半を占めています。（図表 25） 

 

図表 24 配偶者暴力相談件数の推移    図表 25 配偶者暴力相談件数（全国）の推移 

  
 

資料：羽島市子育て・健幸課            資料：内閣府「配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者  

からの暴力が関係する相談件数等の結果について」 

 

 

配偶者からの暴力の被害経験（全国）は、「被害の経験があった」女性が約３割を占

めており、男性より女性の方が被害の経験は多くなっています。（図表 26） 

 

図表 26 配偶者からの暴力の被害経験（全国） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府「男女間における暴力に関する報告書」（令和 5年度）  
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資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 
平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）」 

 

 

⑴ 調査概要 

対象 調査方法 調査期間 回 答 数 ・ 回 答 率 

市内居住満 18歳以上 70歳未満の 1,000

人（男女各 500人）を無作為抽出 

郵送配布・郵送回収

もしくは web回答 

令和 5年 8月 25 

日～9月 19 日 

340件・34.0％ 
内

訳 
男 149・女 189 

その他,不明 2 

 

⑵ 調査結果 

  ① 男女の地位の平等感 

男女の地位の平等感については、家庭生活から社会全体に関するほとんどの分野

で、『男性優遇』が高くなっており、特に「社会通念・慣習・しきたり」「政治の場」

「社会全体として」が７５％以上と高くなっています。一方、「学校教育の場」では

「平等である」が５０％程度と最も高くなっています。なお、女性はいずれの分野

においても、男性より『男性優遇』が高くなっており、男女間での意識の違いがみ

られます。（図表 27） 
 

図表 27 男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 市民意識調査結果（概要） 

N =

【今回】 340

【前回】 374

【今回】 340

【前回】 374

【今回】 340

【前回】 374

【今回】 340

【前回】 374

【今回】 340

【前回】 374

【今回】 340

【前回】 374

【今回】 340

【前回】 374

【今回】 340

【前回】 374

⑦政治の場

⑧社会全体として

①家庭生活

②職場

③地域活動の場

④学校教育の場

⑤法律や制度の上

⑥社会通念・慣習・
しきたり

9.1

10.2

10.3

9.9

7.6

3.5

1.8

0.8

7.1

5.3

19.4

18.7

34.1

28.6

10.9

11.2

45.9

40.6

43.2

40.9

34.1

32.9

17.1

15.5

38.8

38.2

56.2

53.7

44.1

47.3

65.3

60.4

30.9

34.8

30.3

25.7

27.9

33.7

52.4

53.5

29.1

31.6

9.4

13.4

9.4

12.3

10.3

13.4

5.6

4.3

5.0

9.1

5.0

9.1

1.5

5.3

3.8

6.7

1.8

4.3

0.6

1.6

1.2

5.1

0.3

1.9

0.9

1.1

0.6

1.3

0.6

1.1

1.2

1.3

0.3

0.8

0.9

0.5

7.1

6.1

9.4

10.7

22.9

17.1

25.6

21.9

18.5

14.7

11.5

6.4

10.3

8.6

10.0

7.8

1.2

2.1

0.9

2.7

1.8

2.4

1.2

1.9

1.5

2.1

1.5

2.7

1.5

1.6

1.5

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答



 

 18  

  ② 性別による男女の役割 

性別による男女の役割については、全体でみると、「男女ともに仕事をし、家事・

育児・介護の役割も分かち合うのがよい」が８５％程度と最も高くなっており、特

に女性は９０％程度と高くなっています。また、「『男は仕事、女は家庭』がよい」や

「男女とも仕事をするが、家事・育児・介護は女性の役割である」といった固定的

性別役割分担意識は、男性のほうがやや高くなっています。前回調査と比較すると、

男性の「男女ともに仕事をし、家事・育児・介護の役割も分かち合うのがよい」が

５.２ポイント増加しており、本市の男性の固定的性別役割分担意識は減少傾向にあ

ります。（図表 28） 

 

図表 28 性別による男女の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 4年度「岐阜県男女共同参画に関する県民意識調査」 

令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）」 

【全体・比較】 N =

岐阜県調査 877

羽島市調査 340

前回羽島市調査 374

【男性・比較】

岐阜県調査 369

羽島市調査 149

前回羽島市調査 154

【女性・比較】

岐阜県調査 496

羽島市調査 189

前回羽島市調査 216

2.3

4.1

5.9

3.3

7.4

8.4

1.6

1.6

4.2

1.5

1.5

5.3

2.4

2.0

7.8

0.8

1.1

3.7

86.8

85.6

82.4

84.0

81.2

76.0

89.1

89.4

87.5

0.1

0.6

0.3

0.3

0.7

0.5

0.5

8.2

6.8

4.3

9.2

8.1

5.2

7.7

5.8

3.2

1.1

1.5

1.9

0.8

0.7

2.6

0.8

1.6

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「男は仕事、女は家庭」がよい

男女とも仕事をするが、家事・育児・介護は女性の役割である

男女ともに仕事をし、家事・育児・介護の役割も分かち合うのがよい

「女は仕事、男は家庭」がよい

その他

無回答
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  ③ 性の多様性について 

     性自認、性的指向、ＬＧＢＴＱ+7（性的少数者）の認知度については、全体でみる

と、「内容を知っている」が４７.４％と最も高く、性別でみても、男女ともに「内容

を知っている」が最も高く、男性では４３.０％、女性では５０.８％となっていま

す。 

    年齢別でみると、２０代から５０代までは、「内容を知っている」が最も高くなっ

ていますが、６０代では「内容は知らないが、聞いたことはある」が最も高くなっ

ています。（図表 29） 

 

図表 29 性自認、性的指向、ＬＧＢＴＱ＋（性的少数者）の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

  

                        
7 ＬＧＢＴＱ＋（性的少数者）：「Lesbian」(レズビアン、女性同性愛者)、「Gay」(ゲイ、男性同性愛者)、「Bisexual」

(バイセクシュアル、両性愛者)、「Transgender」(トランスジェンダー、出生時に診断された性と自認する性の不一

致)、「Questioning」（クエスチョニング、性がわからない）、「+」（プラス、ＬＧＢＴＱに当てはまらない人）の頭文

字をとり、セクシュアル・マイノリティー(性的少数者)の一部の人々を指した総称。 

N =

全体 340

【性別】

男性 149

女性 189

【年齢別】

18歳、19歳 7

20歳～29歳 27

30歳～39歳 38

40歳～49歳 83

50歳～59歳 93

60歳～69歳 91

47.4

43.0

50.8

85.7

48.1

52.6

59.0

45.2

34.1

33.2

41.6

27.0

14.3

33.3

34.2

31.3

32.3

37.4

18.2

14.8

20.6

18.5

13.2

9.6

20.4

26.4

1.2

0.7

1.6

2.2

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

内容を知っている 内容は知らないが、聞いたことはある

内容を知らない・聞いたことがない 無回答
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  ④ 地域活動の場における男女の地位の平等感 

地域活動の場における男女の地位の平等感については、全体でみると、『男性優遇』

が４１.７％、「平等である」が２７.９％、『女性優遇』が５.６％となっており、『男

性優遇』と『女性優遇』を比較すると、３６.１ポイントの差があります。 

性別でみると、『男性優遇』が男性では３６.９％であるのに対して、女性では  

４５.５％と男性より８.６ポイント高くなっています。 

また、全国調査・県調査ともに、市調査と同様に『男性優遇』が最も高くなってい

ます。（図表 30） 

 

図表 30 地域活動の場における男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：内閣府「令和 4年度男女共同参画社会に関する世論調査」 

令和 4年度「岐阜県男女共同参画に関する県民意識調査」 

令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）」  

【全体・比較】 N =

全国調査 2847

岐阜県調査 877

羽島市調査 340

前回羽島市調査 374

【男性・比較】

全国調査 1313

岐阜県調査 369

羽島市調査 149

前回羽島市調査 154

【女性・比較】

全国調査 1534

岐阜県調査 496

羽島市調査 189

前回羽島市調査 216

※全国調査には「わからない」の選択肢無し

10.2

6.2

7.6

3.5

6.2

3.5

4.7

3.2

13.6

8.3

9.5

3.7

37.6

34.9

34.1

32.9

32.8

27.9

32.2

27.9

41.7

39.9

36.0

37.0

40.2

34.7

27.9

33.7

46.7

45.5

36.2

41.6

34.7

26.8

21.7

28.7

8.8

6.3

5.0

9.1

10.6

7.3

5.4

11.7

7.3

5.6

4.8

7.4

1.1

0.2

0.6

1.3

1.6

0.5

1.3

1.9

0.6

0.9

16.0

22.9

17.1

13.3

19.5

13.0

18.1

25.9

20.4

2.1

1.8

1.8

2.4

2.1

1.9

0.7

0.6

2.2

1.2

2.1

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答
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  ⑤ 地域における男女不平等 

    地域における男女不平等については、全体、性別ともに「男女不平等はない」が

最も高く、全体では４４.７％、男性では４７.０％、女性では４３.４％となってい

ます。 

    前回調査においても、全体、性別ともに「男女不平等はない」が最も高くなって

います。（図表 31） 

 

図表 31 地域における男女不平等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）」 

 

  

【今回調査】 【前回調査】

％

役員選挙や運営に男女不平
等な扱いがある

地域の行事に性別によって
参加できないものがある

会議などで女性が意見を言
いにくい

女性のみが裏方（例：お茶
くみや準備・片付け等）を
担当する

その他

男女不平等はない

無回答

9.1

4.4

13.5

22.6

10.0

44.7

7.9

16.1

3.4

13.4

19.5

9.4

47.0

6.0

3.7

4.8

13.8

24.9

10.1

43.4

9.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

9.9

5.1

14.4

25.9

8.3

42.0

11.5

13.0

6.5

10.4

22.7

9.7

46.1

10.4

7.9

4.2

17.6

28.7

7.4

38.4

12.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216



 

 22  

  ⑥ 防災・災害復興活動に必要な取組 

    防災・災害復興活動に必要な取組については、全体、性別ともに「男女別のトイ

レ、更衣室やプライバシーの確保など、性別に配慮した避難所運営をすること」が

最も高く、全体では７３.５％、男性では６９.８％、女性では７６.２％となってい

ます。 

    前回調査においても、全体、性別ともに「男女別のトイレ、更衣室やプライバシ

ーの確保など、性別に配慮した避難所運営をすること」が最も高くなっています。

（図表 32） 

 

図表 32 防災・災害復興活動に必要な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

   平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）」 

  

【今回調査】 【前回調査】

％

男女別のトイレ、更衣室やプライ
バシーの確保など、性別に配慮し
た避難所運営をすること

男女のニーズに配慮して、物資を
備蓄するとともに、子育て家庭、
介護者、障がい者等の視点も取り
入れること

平常時から自治会・町内会の役員
に女性を入れる、増やすこと

※前回選択肢無し

女性の意見を反映させやすいよ
う、避難所運営責任者に女性を入
れること

自主防災組織への女性の参画を促
進すること

防災会議に女性の参画を拡大する
こと

男女の性別に関わらず、日頃から
のコミュニケーション・地域での
つながりを大切にすること

その他

無回答

73.5

55.6

17.4

24.7

7.1

9.1

42.4

2.1

2.4

69.8

54.4

28.9

20.1

11.4

14.8

40.9

2.7

1.3

76.2

56.6

7.9

28.0

3.7

4.8

43.4

1.6

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

78.1

61.5

36.1

7.2

11.5

47.1

0.8

3.2

74.7

56.5

38.3

9.7

15.6

50.6

0.6

3.2

81.5

65.7

35.2

5.6

8.8

44.9

0.9

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216
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  ⑦ 職場での男女の地位の平等感 

職場での男女の地位の平等感については、全体でみると、『男性優遇』が５３.５％、

「平等である」が３０.３％、『女性優遇』が５.９％となっており、『男性優遇』と

『女性優遇』を比較すると、４７．６ポイントの差があります。 

性別でみると、『男性優遇』が男性では５１.７％であるのに対して、女性では  

５５.１％と男性より３.４ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、女性では、いずれの年代も『男性優遇』が最も高くなっていま

すが、一方、男性では、２０代と３０代が『男性優遇』よりも「平等である」が高く

なっています。（図表 33） 

 

図表 33 職場での男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」  

N =

全体 340

【性別】

男性 149

女性 189

【年齢別】

男性 18歳、19歳 2

20歳～29歳 11

30歳～39歳 16

40歳～49歳 37

50歳～59歳 39

60歳～69歳 44

女性 18歳、19歳 5

20歳～29歳 16

30歳～39歳 21

40歳～49歳 46

50歳～59歳 54

60歳～69歳 47

10.3

3.4

15.9

10.8

2.3

20.0

12.5

10.9

16.7

27.7

43.2

48.3

39.2

50.0

27.3

37.5

59.5

48.7

47.7

60.0

37.5

47.6

37.0

38.9

36.2

30.3

34.2

27.5

50.0

36.4

43.8

21.6

30.8

43.2

20.0

31.3

33.3

39.1

24.1

17.0

5.0

5.4

4.8

12.5

5.4

10.3

6.3

14.3

4.3

3.7

2.1

0.9

0.7

1.1

2.3

4.3

9.4

7.4

11.1

36.4

6.3

2.7

7.7

4.5

12.5

4.8

4.3

16.7

14.9

0.9

0.7

0.5

2.6

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答
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全国調査及び県調査との比較においては、全体でみると、全国調査・県調査とも

に、市調査と同様に『男性優遇』が最も高くなっています。 

前回市調査との比較においては、全体でみると、『男性優遇』が前回調査より   

２.７ポイント増加しています。（図表 34） 

 

図表 34 職場での男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：内閣府「令和 4年度男女共同参画社会に関する世論調査」 

令和 4年度「岐阜県男女共同参画に関する県民意識調査」 

令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）」  

【全体・比較】 N =

全国調査 2847

岐阜県調査 877

羽島市調査 340

前回羽島市調査 374

【男性・比較】

全国調査 1313

岐阜県調査 369

羽島市調査 149

前回羽島市調査 154

【女性・比較】

全国調査 1534

岐阜県調査 496

羽島市調査 189

前回羽島市調査 216

※全国調査には「わからない」の選択肢無し

16.0

10.9

10.3

9.9

12.3

7.6

3.4

7.8

19.2

13.1

15.9

11.6

48.1

36.1

43.2

40.9

45.5

35.8

48.3

40.3

50.3

36.5

39.2

42.1

26.4

33.4

30.3

25.7

31.0

37.4

34.2

30.5

22.5

30.8

27.5

22.7

6.5

5.5

5.0

9.1

8.8

8.4

5.4

11.0

4.6

3.4

4.8

7.9

1.2

1.8

0.9

1.1

1.6

2.7

0.7

1.9

0.8

1.2

1.1

0.5

10.1

9.4

10.7

6.5

7.4

7.1

12.9

11.1

13.4

1.8

2.1

0.9

2.7

0.9

1.6

0.7

1.3

2.5

2.0

0.5

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答
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  ⑧ 女性が活躍できる職場環境 

女性が活躍できる職場環境については、全体・性別ともに「子育て・介護との両立

に職場の支援制度が整っていること」が最も高く、全体では８２.９％、男性では   

８３．２％、女性では８３.１％となっています。次に「長時間労働の必要がないこ

とや、勤務時間が柔軟であること」が高くなっています。（図表 35） 

 

図表 35 女性が活躍できる職場環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

  

％

子育て・介護との両立
に職場の支援制度が
整っていること

上司や同僚が、女性が
働くことに理解がある
こと

長時間労働の必要がな
いことや、勤務時間が
柔軟であること

仕事が適正に評価され
ること

仕事の内容にやりがい
があること

女性に対する教育訓練
の機会が多くあること

職場のトップが女性の
活躍の促進に積極的で
あること

身近に活躍している女
性（ロールモデル）が
いること

病気になっても働き続
けられること

その他

無回答

82.9

42.9

60.6

21.5

15.3

4.1

12.6

5.9

20.9

2.4

1.8

83.2

47.0

55.7

21.5

16.1

3.4

14.8

8.1

16.1

3.4

0.0

83.1

40.2

64.0

21.2

14.8

4.8

10.6

4.2

24.3

1.6

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189
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【今回調査】 【前回調査】

％

保育施設等の子どもを預け

られる環境の整備

職場における子育てや介護

との両立支援制度の充実

男性の家事参加への理解、

意識改革

介護支援サービスの充実

家事・子育て支援サービス

の充実

女性が働き続けることへの

周囲の理解、意識改革

短時間勤務制度や在宅勤務

制度などの導入

男女双方の長時間労働の改

善を含めた働き方改革

出産や介護等で退職した場

合の再雇用制度の導入
　　※前回選択肢無し

男女間の賃金格差の改善 　　※前回選択肢無し

育児や介護休業中の賃金、

その他の経済給付の充実
　　※前回選択肢無し

子育てや介護による仕事へ
の制約を理由とした昇進な

どへの不利益な取り扱いの
禁止

その他

無回答

41.5

48.8

25.9

24.7

16.8

14.1

24.1

20.9

14.7

15.6

25.3

10.3

1.5

2.6

45.6

43.6

23.5

24.2

16.8

16.1

22.1

26.8

16.1

16.8

19.5

1.3

1.3

2.0

38.1

52.9

28.0

24.3

16.9

12.7

25.4

15.9

13.8

14.8

30.2

2.1

1.6

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

63.9

47.3

28.1

11.0

23.3

31.6

29.7

17.4

9.4

1.9

3.2

66.9

42.2

27.9

12.3

27.3

28.6

24.0

16.2

9.1

3.2

2.6

62.5

50.9

28.7

10.2

20.4

33.8

33.8

18.1

9.7

0.5

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216

  ⑨ 男女がともに「仕事と家庭の両立」をするために必要なこと 

男女がともに「仕事と家庭の両立」をするために必要なことについては、全体で

みると、「職場における子育てや介護との両立支援制度の充実」が４８.８％と最も

高くなっています。 

性別でみると、男性では「保育施設等の子どもを預けられる環境の整備」が   

４５.６％、女性では「職場における子育てや介護との両立支援制度の充実」が     

５２.９％と最も高くなっています。 

前回調査においては、「保育施設等の子どもを預けられる環境の整備」が最も高く

なっていましたが、今回は「職場における子育てや介護との両立支援制度の充実」

が最も高くなっています。（図表 36） 

 

図表 36 男女がともに「仕事と家庭の両立」をするために必要なこと 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）」  

※前回調査の設問 

「あなたは、女性が出産後も離職せずに同じ

職場で働き続けるために、家庭・社会・職場

において必要なことは何だと思いますか。」 
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  ⑩ 育児・介護休業を取得しにくい理由 

    育児・介護休業を取得しにくい理由については、性別でみると、男性では「職場

の理解が得られない」が５１.７％と最も高く、女性では「介護や育児休業を取得し

にくい雰囲気がある」が６５.６％で最も高くなっています。（図表 37） 

 

図表 37 育児・介護休業を取得しにくい理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）」  

【今回調査】 【前回調査】

％

職場の理解が得られない

家族の同意が得られない 　　※前回選択肢無し

介護や育児休業を取得しに

くい雰囲気がある
　　※前回選択肢無し

職場の制度についての周知

が不足している
　　※前回選択肢無し

職場の制度が使いにくい 　　※前回選択肢無し

昇進や昇給に影響する恐れ

がある

取得後の職場復帰への不安

がある

仕事の量や責任が大きい

休業補償が十分ではなく、

家計に影響する

配偶者や親が育児をしてい

る
　　※前回選択肢無し

自分自身の気持ち（前例が
ない、恥ずかしい、プライ

ドが邪魔するなど）

その他

わからない

無回答

55.0

2.6

58.8

28.8

28.2

30.9

44.1

34.7

48.2

2.9

12.1

1.8

2.6

2.9

51.7

2.7

49.7

26.2

26.2

28.9

34.9

40.9

49.7

2.0

16.1

1.3

2.7

3.4

58.2

2.6

65.6

30.2

29.6

31.7

50.8

29.6

46.6

3.7

7.9

2.1

2.6

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

43.6

26.7

46.5

42.8

43.6

20.6

3.2

5.1

2.9

46.1

31.8

38.3

52.6

44.2

24.0

1.9

3.9

0.6

42.6

23.6

53.2

35.6

44.0

18.5

4.2

6.0

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216
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  ⑪ 家事・育児・介護に携わる時間 

家事・育児・介護に携わる時間について、勤務日は、全体でみると、「１時間以上

３時間未満」が２５.５％と最も高くなっています。 

 性別でみると、男性では「３０分未満」が２９.４％、女性では「１時間以上３時

間未満」が３３.０％と最も高くなっています。 

   年齢別でみると、３０代と５０代では「１時間以上３時間未満」、４０代では    

「３時間以上５時間未満」、６０代では「３０分未満」が最も高くなっています。 

（図表 38） 

 

図表 38 家事・育児・介護に携わる時間【勤務日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

  

N =

全体 208

【性別】

男性 102

女性 106

【年齢別】

18歳、19歳 ※該当者なし

20歳～29歳 2

30歳～39歳 18

40歳～49歳 67

50歳～59歳 70

60歳～69歳 51

11.5

22.5

0.9

11.1

6.0

11.4

19.6

14.4

29.4

11.1

10.4

14.3

21.6

13.9

19.6

8.5

50.0

5.6

17.9

11.4

13.7

25.5

17.6

33.0

50.0

44.4

20.9

31.4

15.7

17.8

2.9

32.1

11.1

25.4

18.6

9.8

13.0

5.9

19.8

16.7

16.4

8.6

13.7

3.8

2.0

5.7

3.0

4.3

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全くなし 30分未満 30分～1時間未満

1時間～3時間未満 3時間～5時間未満 5時間以上

無回答
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県調査は、市調査と同様に「１時間以上３時間未満」が最も高くなっていま

す。また、前回市調査においても、「１時間以上３時間未満」が最も高くなってい

ます。（図表 39） 

 

図表 39 家事・育児・介護に携わる時間【勤務日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

令和 4年度「岐阜県男女共同参画に関する県民意識調査報告書」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査） 

 

  

【全体・比較】 N =

岐阜県調査 490

羽島市調査 208

前回羽島市調査 374

【男性・比較】

岐阜県調査 242

羽島市調査 102

前回羽島市調査 154

【女性・比較】

岐阜県調査 248

羽島市調査 106

前回羽島市調査 216

※前回羽島市調査については「勤務日」ではなく「平日」

8.4

11.5

16.0

15.7

22.5

26.6

1.2

0.9

7.9

13.5

14.4

18.2

26.9

29.4

31.8

0.4

8.3

18.0

13.9

14.7

28.1

19.6

23.4

8.1

8.5

8.8

29.2

25.5

23.3

18.6

17.6

11.0

39.5

33.0

32.4

16.9

17.8

11.5

3.7

2.9

1.3

29.8

32.1

19.0

10.0

13.0

12.6

1.7

5.9

1.3

18.1

19.8

20.8

4.1

3.8

3.7

5.4

2.0

4.5

2.8

5.7

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全くなし 30分未満 30分～1時間未満

1時間～3時間未満 3時間～5時間未満 5時間以上

無回答
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  ⑫ 社会参画 

現在行っている活動については、全体でみると、「どれにも参加していない」が  

３３.５％と最も高く、次いで「趣味や教養、スポーツ・レクリエーション」が     

３３.２％、「地域活動（自治会、老人クラブなど）」が１８.５％となっています。

（図表 40） 

 

図表 40 現在行っている活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査） 

     

【今回調査】 【前回調査】

％

趣味や教養、スポーツ・レ

クリエーション

職業技術や資格の取得

地域活動（自治会、老人ク

ラブなど）

ＰＴＡ、子ども会など

環境保護・リサイクル活動

福祉・ボランティア活動

（子育て、高齢者、障がい

者支援など）

国際理解を深める活動

行政の各種委員会や審議会

の委員

消防団、水防団の活動 　　※前回選択肢無し

防犯、地域見守り活動 　　※前回選択肢無し

スポーツ指導の活動 　　※前回選択肢無し

文化財・伝統文化の保護・

伝承の活動
　　※前回選択肢無し

その他

どれにも参加していない

無回答

33.2

7.6

18.5

9.1

5.0

2.4

0.3

1.5

2.4

3.2

3.2

1.2

0.9

33.5

8.8

41.6

8.7

20.1

2.7

3.4

2.0

0.7

2.0

5.4

4.7

5.4

2.0

1.3

27.5

8.7

27.0

6.9

16.9

13.8

5.8

2.6

0.0

1.1

0.0

2.1

1.6

0.0

0.5

38.6

8.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

32.9

8.6

19.3

11.2

2.7

5.3

0.5

0.8

1.6

36.4

3.2

40.3

7.1

24.0

4.5

1.9

3.2

0.0

1.3

1.3

31.2

3.2

28.2

9.7

16.2

16.2

3.2

6.9

0.9

0.5

1.9

39.4

2.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216
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今後始めたい活動については、全体でみると、「どれにも参加したくない」が  

２７.９％と最も高く、次いで「趣味や教養、スポーツ・リクリエーション」が   

２７.６％、「職業技術や資格の取得」が１７.９％となっています。（図表 41） 

 

図表 41 今後始めたい活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査） 

  

【今回調査】 【前回調査】

％

趣味や教養、スポーツ・レ

クリエーション

職業技術や資格の取得

地域活動（自治会、老人ク
ラブなど）

ＰＴＡ、子ども会など

環境保護・リサイクル活動

福祉・ボランティア活動

（子育て、高齢者、障がい

者支援など）

国際理解を深める活動

行政の各種委員会や審議会

の委員

消防団、水防団の活動 　　※前回選択肢無し

防犯、地域見守り活動 　　※前回選択肢無し

スポーツ指導の活動 　　※前回選択肢無し

文化財・伝統文化の保護・

伝承の活動
　　※前回選択肢無し

現在行っている活動のみ継
続したい

　　※前回選択肢無し

その他

どれにも参加したくない

無回答

27.6

17.9

5.3

1.5

7.6

6.5

5.0

2.6

0.9

3.8

2.1

5.0

9.7

0.9

27.9

10.6

20.8

19.5

7.4

2.0

10.7

6.7

6.0

4.7

1.3

4.7

3.4

6.7

12.8

0.7

23.5

11.4

32.3

16.4

3.7

1.1

5.3

5.8

3.7

0.5

0.0

2.6

0.5

3.7

7.4

1.1

31.7

10.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

41.7

20.9

10.2

4.0

6.4

12.6

3.7

1.9

1.3

20.3

8.3

35.7

14.3

14.3

3.2

8.4

8.4

3.9

3.2

1.9

23.4

8.4

45.8

25.9

7.4

4.6

5.1

15.7

3.7

0.9

0.9

18.1

7.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216
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  ⑬ 男女共同参画社会の実現に向けて重点をおいてほしい施策 

男女共同参画社会の実現に向けて重点を置いてほしい施策については、全体でみ

ると、「職場内託児所の設置など、子育てしやすい職場環境づくりを推進する」が    

３２.９％と最も高く、次に「男女平等をめざした法律・制度の制定や見直しを行う」

が２６.５％となっています。 

前回調査においても、全体、性別ともに「職場内託児所の設置など、子育てしやす

い職場環境づくりを推進する」が最も高くなっています。（図表 42） 

 

図表 42 男女共同参画社会の実現に向けて重点を置いてほしい施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）  

【今回調査】 【前回調査】
％

男女平等をめざした法律・制度の制定や見直し

を行う

学校や社会教育、家庭において、男女平等を基

本とした子育てをするよう啓発を行う

職場における労働条件を男女平等にするよう働

きかける

職場内託児所の設置など、子育てしやすい職場

環境づくりを推進する

政策・方針決定の場に女性を積極的に登用する

社会慣習やしきたり、男性や女性に対しての意

識啓発を積極的に行う

再就職のための教育講座や、技術・技能の習得

機会を増やす

放課後児童教室や病児・病後児保育などの保育

サービスを充実させる

高齢者の施設や介護サービスを充実させる

DVなどの暴力を根絶する

行政手続きのオンライン化等の利便性の向上

や、デジタル技術に関する研修・講座を行うな

ど、デジタル分野に関する取組を充実させる

※前回選択肢無し

テレワークやフレックスタイム制度など多様で

柔軟な働き方を促進する
※前回選択肢無し

孤独・孤立に陥らないように相談窓口を整備す

る
※前回選択肢無し

性別に配慮した防災・災害対策に取り組む

LGBTQ+（性的少数者）等の方に対する取組を推

進する

その他

わからない

無回答

26.5

24.4

23.2

32.9

11.5

24.4

8.2

22.9

18.2

6.2

1.8

22.1

11.2

5.6

2.9

0.3

5.0

3.8

31.5

26.8

20.8

29.5

18.1

24.8

7.4

20.1

13.4

7.4

2.7

20.1

9.4

6.7

2.0

0.7

6.0

4.0

22.2

22.8

25.4

35.4

6.3

24.3

8.5

24.9

22.2

5.3

1.1

23.8

12.2

4.2

3.7

0.0

4.2

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

22.2

25.4

21.9

47.1

15.5

24.1

13.9

23.8

20.9

3.5

4.3

5.1

3.2

3.2

6.1

25.3

24.0

24.0

37.0

22.1

25.3

14.3

14.9

19.5

3.9

7.1

3.9

5.2

3.9

6.5

19.9

26.4

20.8

54.6

10.6

23.6

13.9

30.6

22.2

3.2

2.3

6.0

1.9

2.3

5.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216
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【今回調査】 【前回調査】

％

セクハラを受けたことがある

身近にセクハラを受けた当事
者がいる

セクハラをしたことがある

経験はないが、知識としては
知っている

経験はないが、言葉としては
聞いたことがある

経験はなく、言葉自体を聞い
たことがない

その他

無回答

8.8

5.3

0.9

61.8

17.6

1.2

0.0

4.4

1.3

6.7

2.0

71.1

14.8

1.3

0.0

2.7

13.8

4.2

0.0

55.0

20.1

1.1

0.0

5.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

10.7

6.1

1.6

51.1

21.7

11.2

0.8

5.9

3.9

5.2

2.6

50.0

17.5

16.2

1.3

7.8

15.7

6.9

0.9

51.9

25.0

7.4

0.5

4.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216

  ⑭ セクハラやＤＶの被害の経験 

セクシャル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。）の被害の経験については、

全体でみると、「経験はないが、知識としては知っている」が最も高く、全体では  

６１.８％、男性では７１.１％、女性では５５.０％となっています。また、「セク

ハラを受けたことがある」が、男性では１.３％、女性では１３.８％となっていま

す。 

前回調査においても、「経験はないが、知識としては知っている」が最も高くなっ

ていましたが、今回は１０.７ポイント増加しています。（図表 43） 

 

図表 43 セクハラの被害の経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査） 

 

配偶者からのＤＶの被害の経験については、「被害の経験がある」は、男性では   

５.１％、女性では２２.５％となっています。（図表 44） 

 

図表 44 配偶者からのＤＶの被害の経験 

 

 

 

 

 

 

  
資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

N =

全体 279

男性 118

女性 160

78.1

89.8

69.4

15.1

5.1

22.5

6.8

5.1

8.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経験がまったくない 経験がある 無回答
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N =

全体 42

【性別】

男性 6

女性 36

38.1

44.4

50.0

66.7

47.2

11.9

33.3

8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相談した 相談しなかった その他 無回答

  ⑮ セクハラやＤＶの被害を受けた際の相談 

    セクハラを受けた際の相談については、全体でみると、「相談した」と「相談しな

かった」が同じ割合で４７.９％となっています。 

    性別でみると、「相談しなかった」が男性では５０.０％、女性では４７.１％とな

っています。（図表 45） 

 

図表 45 セクハラを受けた際の相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

   配偶者からＤＶを受けた際の相談については、全体でみると、「相談しなかった」

が５０.０％と最も高くなっています。 

    性別でみると、「相談しなかった」が男性では６６.７％、女性では４７.２％とな

っています。（図表 46） 

 

図表 46 配偶者からＤＶを受けた際の相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

 

 

 

 

N =

全体 48

【性別】

男性 12

女性 34

47.9

41.7

50.0

47.9

50.0

47.1

4.2

8.3

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相談した 相談しなかった その他



 

 35  

セクハラを受けた際に相談しなかった理由については、全体、性別ともに「相談

しても無駄だと思ったから」が最も高く、全体では５２.２％、男性では５０.０％、

女性では５６.３％となっています。（図表 47） 

 

図表 47 セクハラを受けた際に相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

  

％

どこ（誰）に相談してよいのかわ

からなかったから

恥ずかしくて誰にも言えなかった

から

相談しても無駄だと思ったから

相談したことがわかると、仕返し

を受けたり、もっとひどいセクハ

ラを受けると思ったから

加害者に「誰にも言うな」とおど

されたから

相談相手の言動によって不快な思

いをさせられると思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとかこ

のままやっていけると思ったから

世間体が悪いから

他人を巻き込みたくなかったから

他人に知られると、これまでどお

りのつき合い（仕事や学校などの

人間関係）ができなくなると思っ

たから

そのことについて思い出したくな

かったから

自分にも悪いところがあると思っ

たから

相手の行為は愛情の表現だと思っ

たから

相談するほどのことではないと

思ったから

その他

17.4

13.0

52.2

8.7

0.0

0.0

17.4

4.3

4.3

13.0

4.3

4.3

0.0

30.4

13.0

0.0

33.3

50.0

16.7

0.0

0.0

16.7

16.7

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

16.7

33.3

25.0

0.0

56.3

6.3

0.0

0.0

18.8

0.0

6.3

6.3

0.0

6.3

0.0

37.5

6.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=23

男性 N=6

女性 N=16
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配偶者からＤＶを受けた際に相談しなかった理由については、全体でみると、「ど

こ（誰）に相談してよいのかわからなかったから」「相談しても無駄だと思ったから」

「相談するほどのことではないと思ったから」が同じ割合で３３.３％と最も高く

なっています。 

     性別でみると、女性では「相談しても無駄だと思ったから」「相談するほどのこと

ではないと思ったから」が高くなっています。（図表 48） 

 

図表 48 配偶者からＤＶを受けた際に相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

  

％

どこ（誰）に相談してよいのかわ

からなかったから

恥ずかしくて誰にも言えなかった

から

相談しても無駄だと思ったから

相談したことがわかると、仕返し
を受けたり、もっとひどい暴力を

受けると思ったから

加害者に「誰にも言うな」とおど

されたから

相談相手の言動によって不快な思

いをさせられると思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとかこ
のままやっていけると思ったから

世間体が悪いから

他人を巻き込みたくなかったから

他人に知られると、これまでどお

りのつき合い（仕事や学校などの
人間関係）ができなくなると思っ

たから

そのことについて思い出したくな
かったから

自分にも悪いところがあると思っ
たから

相手の行為は愛情の表現だと思っ

たから

相談するほどのことではないと
思ったから

その他

33.3

9.5

33.3

0.0

0.0

4.8

19.0

0.0

9.5

4.8

4.8

23.8

0.0

33.3

0.0

50.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

29.4

5.9

35.3

0.0

0.0

5.9

17.6

0.0

11.8

5.9

5.9

29.4

0.0

35.3

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=21

男性 N=4

女性 N=17



 

 37  

  ⑯ セクハラやＤＶの被害を受けた際の相談先 

    セクハラを受けた際の主な相談先については、全体でみると、「知人・友人」が 

   ４７.８％と最も高く、次に「会社や所属する組織の相談窓口」が３９.１％となっ

ています。 

    性別でみると、男性では「会社や所属する組織の相談窓口」が最も高いのに対

し、女性は「知人・友人」が最も高くなっています。（図表 49） 

 

図表 49 セクハラを受けた際の主な相談先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

  

％

1.会社や所属する組織の相談窓口

2.配偶者暴力相談支援センター
（岐阜県女性相談センターなど）

3.男女共同参画のための施設
（岐阜県男女共同参画・女性の活
躍支援センター）

4.警察

5.ワンストップ支援センター
（ぎふ性暴力被害者支援セン
ター）

6.1～5以外の公的機関（労働局、
市役所など）

7.民間の専門家
（弁護士、社会保険労務士、カウ
ンセラーなど）

8.医療関係者
（医師、看護師など）

9.家族や親戚

10.知人・友人

11.その他

12.無回答

39.1

0.0

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

13.0

47.8

8.7

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.9

58.8

11.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=23

男性 N=5

女性 N=17



 

 38  

    配偶者からＤＶを受けた際の主な相談先については、全体でみると、「知人・友人」

が６８.８％と最も高く、次に「家族や親戚」が５０.０％となっています。 

（図表 50） 

 

図表 50 配偶者からＤＶを受けた際の主な相談先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

  

％

1.配偶者暴力相談支援センター
（岐阜県女性相談センターなど）

2.男女共同参画のための施設
（岐阜県男女共同参画・女性の活
躍支援センター）

3.警察

4.ワンストップ支援センター
（ぎふ性暴力被害者支援センター
など）

5.1～4以外の公的機関
（市役所など）

6.民間の専門家や専門機関
（弁護士、カウンセラー、民間
シェルターなど）

7.医療関係者
（医師、看護師など）

8.家族や親戚

9.知人・友人

10.その他

11.無回答

0.0

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

68.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

68.8

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=16

男性 N=0

女性 N=16



 

 39  

  ⑰ セクハラやＤＶの被害をなくすための方策 

セクハラやＤＶの被害をなくすための方策については、全体でみると、「法律・制

度の制定や見直しを行う（罰則の強化など）」が５６.２％と最も高く、次に「被害

者のための相談窓口、保護施設を整備する」が５２.６％となっています。 

性別でみると、男性では「法律・制度の制定や見直しを行う（罰則の強化など）」

が最も高くなっているのに対し、女性では「被害者のための相談窓口、保護施設を

整備する」が最も高くなっています。（図表 51） 

 

図表 51 セクハラやＤＶの被害をなくすための方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

   平成 30年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査（前回調査）  

【今回調査】 【前回調査】

％

男性に対して、セクハラや
DVについての意識啓発を行

う

女性に対して、セクハラや
DVについての意識啓発を行

う

法律・制度の制定や見直し

を行う（罰則の強化など）

犯罪の取り締まりを強化す

る

過激な内容のビデオ、ゲー
ム等の販売や貸出しを禁止

または制限する

被害者を支援し、暴力に反
対する住民運動を盛り上げ

る

被害者のための相談窓口、

保護施設を整備する

SNSを通じたハラスメント
の防止に向けた教育・広報

活動を充実させる

　　※前回選択肢無し

加害者に対するカウンセリ
ングや更生を促すプログラ

ムを実施する

放送、出版、新聞などのマ

スメディアが倫理規定を強

化する

家庭や学校において、男女
平等や性についての教育を

充実させる

2次被害の発生を防ぐた
め、相談機関職員に対する

研修や教育を充実させる

その他

無回答

45.6

35.6

56.2

45.9

22.4

6.5

52.6

19.4

25.0

15.6

35.0

24.7

2.6

2.6

55.0

42.3

57.7

43.6

16.1

6.0

46.3

20.8

21.5

16.1

34.9

22.1

1.3

2.0

38.6

30.7

55.6

47.1

27.0

6.3

57.1

18.0

27.5

15.3

35.4

26.5

3.7

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=340

男性 N=149

女性 N=189

40.6

29.4

48.7

38.5

23.8

9.1

55.6

28.6

14.2

41.7

28.3

5.3

2.4

42.9

31.8

48.1

37.7

12.3

13.0

50.6

26.6

12.3

44.8

26.0

7.1

2.6

39.8

28.2

49.1

39.8

32.4

6.5

60.2

30.1

15.7

40.3

30.1

3.7

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体 N=374

男性 N=154

女性 N=216
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本プランの基本理念は、性別にかかわらず一人ひとりの考え方や生き方が尊重され、

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指すこと

にあります。 

本プランでは、憲法第１１条及び第１３条に定められている基本的人権の享有と個人

の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重に基づき、男女が社会の対等な構成員とし

てともに認め合い、責任を担うパートナーシップを確立し、あらゆる分野に参画できる

社会の形成に努めます。 

 

 

 

   男女共同参画社会の一層の推進を図るため、男女共同参画社会基本法を踏まえ、次の

３つの基本目標において施策を展開します。 
 

 

 

   家庭・地域・職場など、あらゆる分野で、すべての人が固定的性別役割分担意識や無

意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）にとらわれることなく、個性や能力が認

められ、また、男女が平等に責任を分かち合うことができる社会の実現のため、人権意

識の醸成及び男女共同参画に関する教育の推進を図ります。 

 

 

   すべての人があらゆる分野で最大限の能力を発揮し、活躍できるような社会の実現

のため、政策・方針決定の場への女性の社会参画を促進するとともに、家庭・地域社会

における男女共同参画の推進を図ります。また、あらゆる分野で活躍できる環境とし

て、仕事と家庭の両立は欠かせないものとなります。すべての人がワーク・ライフ・バ

ランス8を図り、ウェルビーイングを意識した働きやすい環境づくり、男性の育児・介

護参画の支援、女性の就業継続の支援等を促進します。 

 

 

   すべての人が希望に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会の実現のために基盤と

なるのは健康です。自立を支える健康と福祉の推進を図るとともに、女性のライフステ

ージに応じた健幸9づくり支援を行います。また、すべての人の安全・安心な社会形成

のため、暴力を根絶する社会的気運を醸成し、被害者支援の強化を図ります。  

                        
8 ワーク・ライフ・バランス：すべての人が、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動につい

て、自ら希望するバランスで展開できる状態。  
9 健幸：本プランにおいては、健康を「市民が健やかで幸せに暮らし続ける」という意味で使用する際には、「健幸」

と記載。 

第３章 プランの内容 

１ 基本理念 

２ プランの基本目標 

◆ 基本目標１ すべての人が尊重される社会の基盤づくり 

◆ 基本目標２ あらゆる分野で活躍できる環境づくり 

◆ 基本目標３ 健幸で安全・安心な社会づくり 
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基本目標 方針 施策の方向 

１ すべての人が尊重され

る社会の基盤づくり 

1 人権を尊重する意識の 

醸成 

⑴ 意識形成と普及啓発 

⑵ 性の尊重 

⑶ 多様性の理解 

2 男女共同参画の教育 ⑴ 学校等における教育 

⑵ 家庭・地域における教育 

２ あらゆる分野で活躍 

   できる環境づくり 

 

 

1 仕事と家庭の両立 

羽島市女性活躍推進計画 10 

⑴ 働きやすい環境づくり 

⑵ 育児・介護参画の支援 

⑶ 就業継続の支援 

2 女性の社会参画 ⑴ 政策・方針決定の場への参画促進 

⑵ 企業における男女共同参画の推進 

3 家庭・地域社会におけ 

る男女共同参画の推進 

⑴ 家庭生活・地域コミュニティ等に

おける活動 

⑵ 防災活動 

３ 健幸で安全・安心な 

社会づくり 

 

 

1 自立を支える健幸と福 

祉の推進 

⑴ 高齢者・障がい者への支援 

⑵ 生活困窮者・ひとり親家庭等への 

支援 

2 心と体の健幸づくり ⑴ 生涯を通じた健幸づくり支援 

⑵ 女性のライフステージに応じた健

幸づくり支援 

3 暴力のない社会づくり 

羽島市ＤＶ防止対策基本計画11 

⑴ ＤＶ・ハラスメント等の防止 

⑵ 安心して相談できる体制づくり 

⑶ 被害者支援の充実 

 

  

                        
10 羽島市女性活躍推進計画：「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第 6条第 2項に基づく、市町村推進計

画に相当するものを本プランに包含。 
11 羽島市ＤＶ防止対策基本計画：「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第 2条の 3第 3項に基

づく、市町村基本計画に相当するものを本プランに包含。 

３ プランの体系 
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方針１ 人権を尊重する意識の醸成 

【現状と課題】 

 市民意識調査の結果では、社会全体として、『男性優遇』と感じている人の割合が

７６.２％となっており、前回調査７１.６％と比較し、割合が増加しています。このよう

なことから、固定的な性別役割分担意識がいまだ根強く存在していることがわかります。

固定的な性別役割分担意識や、性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

解消のため、市民の男女共同参画に関する意識形成及び性を尊重する意識を深める必要が

あります。また、すべての人が性の多様性の在り方について正しく理解し、互いが認め合

える社会の実現に向けた啓発が必要です。 

 

【施策の方向】 

⑴ 意識形成と普及啓発 

男女共同参画の基本理念や「ジェンダー（社会的性別）」の視点について、正しい理

解を深めることができるよう広報・啓発活動の展開し、アンコンシャス・バイアス解消

を目指します。 

 

⑵ 性の尊重 

男女が互いの性に対し、正しく理解し、尊重し合う意識の醸成を図るとともに、青少

年の健全育成に向け、有害図書類等の取り扱いについての啓発に努めます。 

 

⑶ 多様性の理解 

   高齢者、障がい者、外国人、性的マイノリティ等、様々な属性の人々についての正し

い理解を深め、社会全体が多様性を尊重する環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 施策の展開 

◆ 基本目標１ すべての人が尊重される社会の基盤づくり 
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【具体的施策】 

⑴ 意識形成と普及啓発 
施策

No. 
施策名 内容 担当課 

1 人権問題啓発事業の推進 

「人権を考える会」において、小中学生の

人権作文及び「社会を明るくする運動作文コ

ンテスト」の発表及び講演会、人権作品表彰

を行い、人権を尊重する意識の醸成に努める

とともに、非行等のない地域社会の構築につ

いて考える気運の高揚を図ります。 

生涯学習課 
市民総合相談室 

福祉課 

2 
人権擁護委員による意識 

啓発 

人権擁護委員が市内及び羽島地区部会（羽

島市・笠松町・岐南町）の小学校や保育園等

を対象に、人権啓発・普及活動を行います。 

市民総合相談室 

3 
社会人権教育推進協議会

に対する意識啓発 

自治会、民生委員・児童委員、老人クラブ

等、市内各種団体の委員で構成する社会人権

教育推進協議会において、社会教育における

人権について協議し、人権に関する意識啓発

に努めます。 

生涯学習課 

4 
男女共同参画に関する総

合的な情報提供 

男女共同参画週間等について、広報紙、市

ホームページ及びＳＮＳで広く周知を図り、

男女共同参画の理解の促進を図ります。ま

た、国・県などのリーフレットを活用し、積

極的な情報提供に努め、アンコンシャス・バ

イアス解消につながるよう推進します。 

市民協働課 

5 人権相談の実施 
人権相談を毎月１回開催し、更なる人権意

識の高揚・普及に努めます。 
市民総合相談室 

 

⑵ 性の尊重 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

6 性教育の推進 

小中学校及び義務教育学校の授業におい

て、男女のそれぞれの体の仕組み、心と体の

相互の影響、生殖に関わる機能等について、

発達段階に応じた性教育を適切かつ計画的に

進めます。 

学校教育課 

7 
有害図書類等取り扱いに

ついての啓発 

県青少年健全育成条例に基づく立ち入り調

査を毎月実施し、強化月間（７月・９月・

１１月）には複数回の調査を行います。ま

た、有害図書類等の販売及び陳列掲示等につ

いて、条例遵守を店舗に働きかけます。 

学校教育課 
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⑶ 多様性の理解 

 

目標指標及び目標値 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        
12 岐阜県パートナーシップ宣誓制度：性的少数者や事実婚の方々を対象とし、県に宣誓することで行政や民間のサービ

スを利用できる制度（令和 5年 9月開始）。 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

8 
性の多様性に対する理解促

進 

性的マイノリティ等に関する正しい情報の

提供を行うとともに、理解促進のための教育

や啓発活動を進めるほか、相談窓口を設置し

ます。また、岐阜県パートナーシップ宣誓制

度12の周知に努めます。 

市民総合相談室

市民協働課 

9 国際交流活動の充実 

 市民の国際感覚を養うため、異文化理解講

座等を行う羽島市国際交流協会の活動を支援

します。また、国際交流活動を通じて、国際

的な視野の育成に取り組みます。 

市民協働課 

10 多文化共生社会の実現 

市役所窓口における音声翻訳機の活用や市

ホームページの多言語表記等を推進し、多言

語による住民対応を促進します。また、市内

外国人雇用企業に国・県の外国人支援事業等

について周知を行います。 

市民協働課 

管財課 

 現状値 

令和 5年度 
 

目標値 

令和 11 年度 

 

社会全体として男女の地位が「平

等」と感じている人の割合 
10.3％ ▶ 50％ 市民協働課 

「性自認、性的指向、ＬＧＢＴＱ

＋」の内容を知っている人の割合 
47.4％ ▶ 60％ 

市民総合相談室 

市民協働課 

国際交流協会実施講座の参加者数

（年間） 
470人 ▶ 530 人 市民協働課 

指標 担当課 
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方針２ 男女共同参画の教育 

【現状と課題】 

 男女共同参画は男女がともに進めていくものであり、人生１００年時代を見据え、自ら

が希望する人生の選択ができるよう、市、家庭、地域、学校、企業等、生活の場全体に男

女共同参画の視点を広めていくことが重要であり、それらが一体となって、男女共同参画

の推進に取り組んでいく必要があります。また、市民意識調査の結果では、児童・生徒の

男女平等意識を育てるために必要な取組について、「男女平等の意識を育てる授業をす

る」という回答が最多となっており、幼少期から男女平等意識を醸成する教育を実施して

いくことが求められています。 

 

【施策の方向】 

⑴ 学校等における教育 

行政が役割を担う社会教育に加え、幼児教育・学校教育の場においても、男女平等教

育に関する学習を位置づけ、児童生徒の男女平等の意識を醸成します。また、保護者に

対しても、男女平等教育について情報提供や働きかけを行います。 

 

⑵ 家庭・地域における教育 

   家庭に対する啓発や地域において出前講座を行うとともに、図書館やコミュニティセ

ンターにおいて、男女平等教育に関する情報の提供や学習環境の整備に努めます。 
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【具体的施策】 

⑴ 学校等における教育 

 

⑵ 家庭・地域における教育 

 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

11 
幼少期からの男女平等意識

の醸成に向けた取組の推進 

幼稚園・保育園・認定こども園の職員に対

して情報発信や研修参加への働きかけを行

い、人権の尊重及び男女平等に関する教育・

保育を推進します。 

子育て・健幸課 

西部幼稚園 

12 家庭教育学級の開催 

市立幼稚園や小中学校及び義務教育学校に

おいて、ＰＴＡ及び保護者主体のもと開催さ

れる家庭教育学級を支援します。各家庭でも

取り組むことができる活動を家庭教育学級に

位置づけ、父親・母親にこだわらず子育てに

積極的に関われるよう促します。 

学校教育課 

13 
男女平等教育に関する指導

研究 

人権教育の中に男女平等教育を位置づけ、

人権教育研修を年計３回実施するとともに、

研修受講者が各学校で伝達講習会を行うこと

で、小中学校及び義務教育学校における人権

教育の推進を図ります。 

学校教育課 

14 道徳教育の充実 

 道徳教育実践校の現状を把握・指導しなが

ら、男女平等教育につながる内容を含めた豊

かな人間性を育む道徳教育を推進します。 

学校教育課 

15 
中学生向け啓発リーフレ

ットの作成と配布 

男女共同参画の啓発リーフレットでは、社

会情勢に見合った最新の動向やデータを掲載

し、内容の充実を図ります。また、リーフレ

ットを各中学校及び義務教育学校へ配布・活

用することにより、青年期からの男女共同参

画に関する意識の醸成に努めます。 

市民協働課 

学校教育課 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

16 
家庭向け啓発リーフレット

の作成と配布 

年代を問わず、誰もが男女共同参画に関す

る意識を醸成できるよう、家庭向け男女共同

参画リーフレットを作成し配布します。 

市民協働課 

17 
地域における男女共同参画

教育の推進 

関係部署と連携しながら、男女共同参画に

関するチラシを自治会回覧及びコミュニティ

センターに配布し、積極的な情報提供に努め

ます。また、男女共同参画に関する出前講座

を開催し、男女共同参画社会に関する正しい

理解と認識の普及につなげます。 

市民協働課 
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目標指標及び目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

18 
閲覧用図書による教育・学

習活動の充実 

男女共同参画に関する蔵書や国・県からの

白書・統計書を揃え、情報取得機会の提供に

努めます。また、男女共同参画週間には、関

連図書の展示コーナーを設置し、男女共同参

画社会に関する正しい理解と認識の普及につ

なげます。 

図書館 

 
現状値 

令和 5年度 
 

目標値 

令和 11年度 

 

学校教育の場において男女の地位が

「平等」と感じている人の割合 
52.4％ ▶ 65％ 学校教育課 

全国学力、学習状況調査における豊

かな人間性に関する質問の回答平均 

【小学生】 

89.4％ 

【中学生】 

83.0％ 

▶ 
【小学生】 

90％ 

【中学生】 

90％ 

学校教育課 

男女共同参画に関する授業・講演会

等の実施回数（年間） 
5回 ▶ 5回 

市民協働課 

学校教育課 

家庭生活において男女の地位が「平

等」と感じている人の割合 
30.9％ ▶ 50％ 市民協働課 

地域活動の場において男女の地位が

「平等」と感じている人の割合 
27.9％ ▶ 50％ 市民協働課 

指標 担当課 
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方針１ 仕事と家庭の両立 〈羽島市女性活躍推進計画〉 

【現状・課題】 

 テレワーク、短時間勤務等、個人のライフスタイルに合わせた多様な働き方が求められ

ており、そのような働き方ができる職場環境の整備が必要です。 

市民意識調査の結果では、勤務日において、1時間以上家事・育児・介護に携わってい

る人の割合について、男性は２６.４％、女性は８４.９％となっており、男性の家事・

育児・介護参画支援を行う必要があります。また、女性が活躍できる職場環境として、

「子育て・介護との両立に職場の支援制度が整っていること」が最多回答となっていま

す。また、女性が育児等により離職し、その後、正規雇用職員としての再就職が困難な状

況（Ｌ字カーブ）解消に向け、市内企業に職場環境整備を促進する取組を行っていく必要

があります。 

 

【施策の方向】 

⑴ 働きやすい環境づくり 

  多様化する男女の雇用形態に応じた保育サービス等の充実により、男女がともに働き

やすいウェルビーイングを意識した職場環境づくりを進めます。 

 

⑵ 育児・介護参画の支援 

  誰もが仕事と家庭を両立できるよう、男女がともに家事や育児だけでなく介護につい

ても参画し、仕事と家庭の責任を分かち合う社会を目指します。 

 

⑶ 就業継続の支援 

  女性が育児や介護により就業継続が困難となる状況を解消するため、就業継続のため

の支援を行います。 

 

  

◆ 基本目標２ あらゆる分野で活躍できる環境づくり 
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【具体的施策】 

⑴ 働きやすい環境づくり 

  

                        
13 ファミリー・サポート・センター：地域において育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児について助

け合う会員組織。 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

19 
ライフスタイルに対応した

保育サービスの充実 

仕事と子育ての両立支援ができるよう保育

サービスの充実に努めます。また、延長保育

等を実施する保育園等に対して、円滑な運営

に向けた支援を行います。 

子育て・健幸課 

20 放課後児童教室の実施 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児

童に対して、適切な遊び及び生活の場を与え

て、児童の健全育成を図ります。学校内の空

き教室を活用し、場所の確保に努めるととも

に、支援員を確保し、長期休暇期間の開室に

対応できる体制を整えます。 

子育て・健幸課 

21 
ファミリー・サポート・セ

ンター13事業の推進 

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育

児の援助を行いたい人（提供会員）をそれぞ

れ会員として登録し、会員間の育児の相互援

助活動を支援します。保護者の迎えが困難な

場合に同制度を活用することで、働く保護者

の育児を支援します。 

子育て・健幸課 

22 
病児保育・病後児保育事業

の推進 

生後７カ月より小学３年生までの児童の病

気や病気の回復期に、保育園等での集団保育

や保護者の就労等により家庭での保育が困難

な場合には、一時的に専用施設において保育

を行い、保護者が安心して仕事と子育ての両

立ができるよう支援します。 

子育て・健幸課 

23 
子育て支援企業認証・表彰

制度の実施 

子育てと仕事の両立や継続して働くことの

できる環境づくり等の優れた取組を実施する

市内企業を「子育て支援企業」に認証し表彰

します。また、当該企業の取組を市ホームペ

ージ等で紹介することで、ワーク・ライフ・

バランスの推進に努めます。 

子育て・健幸課 
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⑵ 育児・介護参画の支援 

                        
14 くるみん認定：次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が行動計画の策定等を行い、一定の基準を満たした場合、子

育てサポート企業として認定される。 
15 えるぼし認定：女性活躍推進法に基づき、企業が行動計画の策定等を行い、一定の基準を満たした場合、女性活躍を推

進する企業として認定される。 
16 ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業：誰もが働きやすく、従業員の方々が働き続けられる職場環境づくり

を目指し、「次世代育成支援」、「介護支援」、「年次有給休暇の取得促進」、「女性の活躍推進」、「健康経営」、に積極的に

取り組んでいる企業として登録される「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業」のなかでも特に優れている企業に

ついて、「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」として認定される。 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

24 

「子育てサポート企業」・

「女性活躍推進企業」制度

等の紹介 

「くるみん認定14」、「えるぼし認定15」及

び「ワーク・ライフ・バランス推進エクセレ

ント企業16の認定」を取得した市内企業及びそ

の取組を市ホームページ等で紹介すること

で、市内企業の認定取得件数の増加を図り、

Ｌ字カーブの解消につなげます。また、ウェ

ルビーイングを意識した職場環境づくりを推

進します。 

商工観光課 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

25 
企業への育児・介護休業制

度への理解促進 

市ホームページ等により、育児・介護休業

制度に関する理解の普及を図るため、正しい

情報の提供を行います。また、羽島商工会議

所や関係機関と連携を図り、市内企業や事業

所への啓発に努めます。 

商工観光課 

26 
市役所における育児・介護

休業制度への理解促進 

妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立を支

援するための制度の普及を図るため、市職員

へ育児等に関する制度及び介護に関する休暇

制度について情報の周知を行います。また、

市ホームページ等により、市の取組実績につ

いて情報提供を行います。 

職員課 

27 子育て相談体制の充実 

こども家庭センター（愛称：子育て相談セ

ンター 羽っぴぃ）では、すべての子ども、

妊産婦、子育て家庭を対象に相談、支援を行

います。必要に応じて子育て支援サービス等

を紹介するとともに、関係機関と連携し、包

括的、継続的に支援を行います。 

子育て・健幸課 

28 介護支援体制整備の推進 

家族に対する直接的な支援だけではなく、

介護保険サービスの充実や地域での支援体制

等、様々な支援体制整備の推進を図ります。

また、医療・介護従事者間の連携及び市民へ

の在宅医療に関する普及・啓発に努め、地域

包括ケアシステムの深化・推進を図ります。 

高齢福祉課 
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⑶ 就業継続の支援 

 

  

                        
17 スクールソーシャルワーカー：いじめや不登校、その他の学校での困りごとへの対応や子どもの家庭環境等による問

題に対処するため、関係機関と連携したり、教員を支援したりする福祉の専門家。 
18 創業支援等事業計画：市町村が創業支援等事業者（地域金融機関、商工会議所、ＮＰＯ法人等）とともに、創業に関す

る目標、支援内容、支援期間等について策定する計画。国の認定を受けることで、信用保証の特例、登録免許税の軽減、

補助金等の支援措置が創業支援等事業者や創業者に適用される。 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

29 家庭児童相談事業の充実 

「要保護児童対策及びＤＶ対策地域協議

会」を開催し、関係機関との連携強化を図り、

問題解決に努めます。また、多岐にわたる相

談に対応するため、研修等を通じて、相談員

の資質向上に努めます。 

子育て・健幸課 

30 
スクールソーシャルワーカ

ー17による家庭支援の充実 

スクールソーシャルワーカーを配置し、問

題を抱えている児童生徒だけではなく、家庭

に対して継続的な支援を行います。 

学校教育課 

31 パパママ教室の充実 

妊婦やそのパートナーを対象とし、妊娠中

の生活や出産育児について学ぶ機会を提供す

るとともに、より多くの男性の育児参画を促

すため、内容の充実を図るとともに、教室へ

の参加を促進します。 

子育て・健幸課 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

32 
就職・再就職に関する情報

提供 

市役所内に設置する求人情報コーナー等に

おいて、ハローワークからの情報（週間求人

情報、週間パート情報等）を提供すること

で、就業支援を推進します。また、女性の就

業スキル習得につながる講座等の周知及び啓

発を行うことで、就業継続の支援を行いま

す。 

商工観光課 
子育て・健幸課 
市民協働課 

33 
創業支援等事業計画18に基

づく創業支援 

創業支援等事業計画に基づき、羽島商工会

議所や金融機関等の関係機関と連携しなが

ら、創業者のニーズに応じた相談や創業に必

要な知識を学ぶ機会の提供による支援を行い

ます。 

商工観光課 
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目標指標及び目標値 

 

 

 

  

 現状値 

令和 5年度 
 

目標値 

令和 11年度 

 

放課後児童教室待機児童数（年間） 0人 ▶ 0人 子育て・健幸課 

ファミリー・サポート・センター事

業利用件数（年間） 
426件 ▶ 600件 子育て・健幸課 

病児・病後児保育事業利用件数（年

間） 
182件 ▶ 200 件 子育て・健幸課 

市の子育て支援企業認証数（累計） 14社 ▶ 25社 子育て・健幸課 

国の制度（えるぼし認定制度・くる

みん認定制度）で認定を受けた企業

数（累計） 

3社 ▶ 4社 商工観光課 

県の制度（ワーク・ライフ・バラン

ス推進エクセレント企業認定制度）

で認定を受けた企業数（累計） 

4社 ▶ 8社 商工観光課 

市役所男性職員における育児休業の

取得割合 
50.0％ ▶ 85％ 職員課 

こども家庭センター（子育て相談セ

ンター 羽っぴぃ）への相談件数（年

間） 

42件 ▶ 100 件 子育て・健幸課 

地域子育て支援拠点の利用人数（年

間） 
19,392人 ▶ 19,400人 子育て・健幸課 

学校に行くのが楽しい児童生徒の割

合 

【小学生】 

89.0％ 

【中学生】 

77.7％ 

▶ 
【小学生】 

90％ 

【中学生】 

80％ 

学校教育課 

パパママ教室における父親の参加率 92.0％ ▶ 95％ 子育て・健幸課 

創業支援等事業計画による創業者数

に占める女性の割合 
15％ ▶ 20％ 商工観光課 

指標 担当課 
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方針２ 女性の社会参画 

【現状・課題】 

 市の審議会等委員への女性登用率は、平成２６年度以降上昇し、令和５年には３１.７％

となっているものの、県より低い数値で推移しています。また、市議会における女性議員

の割合も低い状態にあります。（令和６年５月：男性議員１７名、女性議員１名） 

市民意識調査の結果からみても、男女の地位の平等感について、「政治の場」における『男

性優遇』と感じている人の割合は７８.２％となっており、「男性のほうが優遇されている」

と感じている傾向が根強く残っています。 

 社会のあらゆる分野で男女が共に意思決定の場に参画することにより、多様な視点を取

り入れていくことが必要です。 

 

【施策の方向】 

⑴ 政策・方針決定の場への参画促進 

  文化活動、スポーツ活動、コミュニティ活動など、様々な社会活動に参画できる女性

の人材発掘や育成に積極的に取り組むとともに、ポジティブ・アクション（積極的改善

措置）の推進など、男女共同参画に関する意識の醸成を図ります。また、女性の視点を

活かした意見を市政に反映するため、市の審議会等への女性の登用を積極的に進めます。 

 

⑵ 企業における男女共同参画の推進 

  企業における方針決定過程への女性の参画拡大を促進するため、各種講座等、情報提

供により積極的な女性の人材育成や管理職への登用について働きかけを行います。 
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【具体的施策】 

⑴ 政策・方針決定の場への参画促進 

 

⑵ 企業における男女共同参画の推進 

 

目標指標及び目標値 

 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

34 
審議会等への女性の登用

促進 

女性の視点を活かした意見を市政に反映す

るため、市の審議会等の委員への女性登用を

積極的に進めます。 

市民協働課 

及び関係課 

35 
市役所の女性職員の管理

職への積極的な登用 

「羽島市における女性職員の活躍の推進に

関する特定事業主行動計画」に基づき、市役

所の女性職員の管理職への登用を積極的に進

めます。 

職員課 

36 
新たな分野における女性

の参画促進 

女性が新たな分野で活躍できるよう、広報

紙や市ホームページにおいて、女性人材バン

クへの登録や人材育成の講座等の紹介を行い

ます。また、市役所内で情報共有を行い、女

性の参画促進を図ります。 

市民協働課 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

37 
女性の就労制度・法律に関

わる情報提供 

女性が働きやすい就労制度や法律に関する

情報提供について、羽島商工会議所と連携を

図りながら、市ホームページやパンフレット

等による啓発を行います。 

商工観光課 

38 
就労環境の改善に関わる

情報提供 

男女共同参画社会基本法や雇用機会均等法 

等について、羽島商工会議所と連携を図りな

がら、パンフレット等の配布、情報発信を行

い、就業の場における男女共同参画の促進に

努めます。 

商工観光課 

 現状値 

令和 5年度 
 

目標値 

令和 11年度 

 

審議会等委員への女性の登用率 31.7％ ▶ 35％ 
市民協働課 

及び関係課 

市役所管理職に占める女性職員の割

合 
19.0％ ▶ 25％ 職員課 

女性人材バンクへの登録者数（累

計） 
41人 ▶ 60人 市民協働課 

職場において男女の地位が「平等」

と感じている人の割合 
30.3％ ▶ 50％ 商工観光課 

担当課 指標 
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方針３ 家庭・地域社会における男女共同参画の推進 

【現状・課題】 

市民意識調査の結果では、「家庭生活」における『男性優遇』と感じる人の割合は、前

回調査の５０.８％に対して、今回調査は５５.０％となっており、その割合が上昇してい

ます。また、「地域活動の場」においてもその割合が、前回調査３６.４％に対して、今回

調査は４１.７％となっており、いまだ固定的性別役割分担意識が高い状況にあります。 

自然災害の激甚化、頻発化に伴い、防災意識が高まるなか、自治会加入率の低下など、

社会的つながりの希薄化がみられる状況となっており、活力ある地域社会とするためには、

性別にかかわらず、誰もが地域社会に参画する地域づくりが必要です。 

 

【施策の方向】 

⑴ 家庭生活・地域コミュニティ等における活動 

  多様なライフスタイルを持つ男女が、対等なパートナーとして家庭生活を営むととも

に、地域コミュニティ等における活動に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

⑵ 防災活動 

男女のニーズの違いを考慮した防災対策など、防災活動に男女共同参画の視点を取り

入れ、地域における安全・安心なまちづくりを推進します。 
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【具体的施策】 

⑴ 家庭生活・地域コミュニティ等における活動 

 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

39 
コミュニティ・スクールへ

の参画 

各小中学校及び義務教育学校の学校運営協

議会 （コミュニティ・スクール）における

家庭・地域活動に対して、子どもとその保護

者や地域の住民が、男女にとらわれず積極的

な参画をするよう促します。 

学校教育課 

40 
保護者に対する男女共同

参画の働きかけ 

授業参観や懇談会などに、より多くの保護

者が参加できるよう努めるとともに、ＰＴＡ 

と学校が連携し、学校教育に誰もが平等に参

画するよう働きかけます。 

学校教育課 

41 
女性のスポーツ指導者の

育成 

スポーツ推進委員会に女性委員の活躍の場

が明確に位置づけられていることを踏まえ、

積極的に研修への参加を促すとともに、学ん

だことを発揮する機会の創出に努めます。 

スポーツ推進課 

42 
地域コミュニティ活動への

参画促進 

新たな趣味や生きがいを見つけるきっかけ

として講座への参加促進に努めます。また、

学んだ知識や能力を地域で生かせるよう働き

かけることで、市民の活発な生涯学習活動を

推進し、地域コミュニティ活動への参画を促

進します。 

生涯学習課 

43 
地域における男女共同参

画の推進 

自治会運営について支援するとともに、自

治会活動における役員等への女性の参画を促

進し、地域における男女共同参画を推進しま

す。 

市民協働課 

44 
ネットワークづくりへの

活動支援 

ＮＰＯや各種団体が行う男女共同参画の推

進につながる活動を支援します。また、それ

ら団体のネットワークづくりを支援します。 

市民協働課 

及び関係課 
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⑵ 防災活動 

 

目標指標及び目標値 

 

 

 

  

                        
19 レスキュークロス羽島：応急手当普及を図り、広く地域に貢献することを目的として平成 14 年に設立されたボランテ

ィア団体。会員の多くは、応急手当指導員・普及員に認定され、心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法などを指導している。 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

45 
レスキュークロス羽島19の

男女共同参画の推進 

災害発生時、地域住民による救護活動のリ

ーダー的存在となるよう、応急手当の普及及

び啓発を行うレスキュークロス羽島の女性会

員の増員及び育成を図ります。 

消防本部 

救急指令課 

46 

火災予防啓発活動におけ

る女性消防団員参加の促

進 

火災の予防と火災による被害の軽減を図る

ため、女性消防団員による市民への火災予防

啓発活動や防火指導に努めます。 

消防本部 

消防総務課 

47 
防災・災害復旧活動におけ

る男女共同参画の推進 

災害発生時の避難所運営等において、女性・

子ども等要配慮者に配慮した運営が行われる

よう、市民への意識啓発に努めます。また、

地域の自主防災活動において、女性の参画が

促進されるよう働きかけます。 

危機管理課 

 
現状値 

令和 5年度 
 

目標値 

令和 11年度 
 

スポーツ推進委員会の女性委員数

（累計） 
11人 ▶ 12 人 スポーツ推進課 

地域活動の場において男女の地位が

「平等」と感じている人の割合 
27.9％ ▶ 50％ 市民協働課 

市民活動団体登録数（累計） 15団体 ▶ 33団体 
市民協働課 

及び関係課 

レスキュークロス羽島の総会員に占

める女性会員の割合 
54.8％ ▶ 50％以上 

消防本部 

救急指令課 

女性消防団員数（累計） 17人 ▶ 20 人 
消防本部 

消防総務課 

指標 担当課 
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方針１ 自立を支える健幸と福祉の推進 

【現状・課題】 

高齢者・障がい者・生活困窮者・ひとり親家庭等の支援が必要な人が、安心して自立し

た生活を送ることができるよう支援をしていく必要があります。また、誰もが社会から孤

立することなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた取組

を進めることが必要です。 

 

【施策の方向】 

⑴ 高齢者・障がい者への支援 

   高齢者や障がいのある方が、生涯にわたり住み慣れた地域で安心して暮らすことがで

きるよう、各種福祉施策の充実を図ります。 

 

⑵ 生活困窮者・ひとり親家庭等への支援 

   生活困窮者・ひとり親家庭等、貧困等生活上の困難を抱える人が安心して自立した生

活を送ることができるよう、就労・経済的支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 基本目標３ 健幸で安全・安心な社会づくり 
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【具体的施策】 

⑴ 高齢者・障がい者への支援 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

48 高齢者の相談窓口の充実 

高齢者の生活実態等を把握するため、地域

包括支援センター職員が継続的に個別訪問を

行い、介護予防や適切な介護サービスの提供

に努めます。また、介護保険制度や認知症等

の相談体制の強化を図り、本人や家族の支援

に努めます。 

高齢福祉課 

49 
地域で高齢者を支える体

制づくり 

 民生委員・児童委員と連携し、ひとり暮ら

し、寝たきり及び認知症高齢者の見守りを行

う訪問活動や、高齢者の孤立化を防ぎ介護予

防につなげる、ふれあい活動を継続して実施

します。 

高齢福祉課 

50 高齢者の社会参画の促進 

高齢者の生きがいづくりや就労支援を行う

シルバー人材センターを支援することで、高

齢者の社会参画活動を促進します。 

高齢福祉課 

51 介護予防対策の推進 

健康体操や認知症予防等の介護予防を目的

とした各種教室を開催します。また、地域住

民による自主的な介護予防活動を実施する団

体の設立や運営を支援するとともに、社会福

祉協議会と連携し、介護予防の担い手の育成

やフォローアップ、活動内容の多様化を図り

ます。 

高齢福祉課 

52 障がい者への経済的支援 

福祉医療制度により、重度心身障がい者が

医療機関で診療を受けた際の保険診療にかか

る自己負担分を助成します。また、各種福祉

手当を支給し、経済的な支援に努めます。 

保険年金課 

福祉課 

53 
総合的な障がい者施策の

推進 

障がいのある男女それぞれのニーズへの対

応に配慮しつつ、サービスの充実を図るとと

もに、障がいのある方が社会生活を送る上で

直面する様々な障壁等の除去に向けて、各種

施策を総合的に推進します。 

福祉課 

54 
障がい者の自立のための

環境整備 

障がいのある方や、障がい児、発達障がい

の疑いがある児童及びそれらの保護者に対

し、専門の相談員が相談に応じるなど、必要

な支援を行います。また、基幹相談支援セン

ター及び地域生活支援拠点の機能充実を図り

ます。 

福祉課 
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⑵ 生活困窮者・ひとり親家庭等への支援 

 

目標指標及び目標値 

 

 

 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

55 生活困窮者自立支援 

生活保護に至る前段階の生活困窮者の自立

を支援するため、就労・自立に関する相談支

援等を行います。 

福祉課 

56 
ひとり親家庭等への自立

支援 

ひとり親家庭等の子どもの学習支援・居場

所づくりを推進するとともに、相談業務の実

施に加え、生活の安定のため、就労等自立に

向けた支援を行います。 

子育て・健幸課 

57 
ひとり親家庭等への経済

的支援 

福祉医療制度により、医療機関で診療を受

けた際の保険診療にかかる自己負担分を助成

します。また、児童扶養手当法に基づき、対

象者に手当を支給し、経済的な支援を行いま

す。 

保険年金課 
子育て・健幸課 

 現状値 

令和 5年度 
 

目標値 

令和 11年度 
 

認知症サポーター数（累計） 3,351人 ▶ 3,640 人 高齢福祉課 

通いの場の運営団体数（累計） 11団体 ▶ 12団体 高齢福祉課 

障がい福祉サービス利用者数（年

間） 
961人 ▶ 1,125 人 福祉課 

生活困窮者等の就労による収入増加

者数（年間） 
8人 ▶ 10人 福祉課 

指標 担当課 



 

 61  

方針２ 心と体の健幸づくり 

【現状・課題】 

 年少人口及び生産年齢人口が減少する一方、高齢者人口は年々増加しており、人生  

１００年時代を見据えて、誰もが健康な生活を実現し、生涯を通じて活躍し続けられる環

境の整備をする必要があります。すべての人が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍でき

る社会の実現に向けて、基盤となるのが「健康」です。そのためには、男女の特性を踏ま

えた互いの健康課題への理解を深める必要があります。特に、女性については、妊娠・出

産・更年期等の女性特有のライフステージに合わせた健康課題に対する理解促進と支援が

必要です。 

 

【施策の方向】 

⑴ 生涯を通じた健幸づくり支援 

生涯を通じて誰もが健康な生活を送ることができるよう、健康増進と疾病予防のため、

健康に関する正しい知識を普及し、健康管理への自覚を高められるよう助言・指導に努

めます。 

 

⑵ 女性のライフステージに応じた健幸づくり支援 

生涯を通じた健幸づくり支援に加え、各ライフステージにおける女性特有の健康課題

など、心身の変化についての知識の普及を進め、男女ともにその理解を深めるよう努め

ます。 
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【具体的施策】 

⑴ 生涯を通じた健幸づくり支援 

 

  

                        
20 健幸ポイント制度：住民の健幸づくりを推進するため、楽しみながら気軽に健幸づくりに取り組む“きっかけづくり”

を提供する事業。健幸づくりのための運動の実施や、健診受診によりポイントが付与される。ポイントがたまると抽選

で景品が当たる。 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

58 
健幸づくりの取組への支

援 

生涯を通じた健康の保持増進のため、各種

健康診査や健幸教室等の受診率向上及び啓発

に努めるとともに、健幸ポイント制度20の活

用を図り、健幸づくりに取り組みやすい環境

整備に努めます。 

子育て・健幸課 

59 
喫煙・飲酒に関する正確な

情報提供 

喫煙・飲酒について、その健康被害に関す

る情報提供を行います。特に女性について

は、妊娠中の喫煙や飲酒が胎児に大きな影響

を及ぼすことがあるため、正確な情報提供に

努めます。 

子育て・健幸課 

60 

国民健康保険及び後期高

齢者医療における健康増

進と疾病予防事業の推進 

生活習慣病に着目した特定健康診査（国民

健康保険）、健康診査（後期高齢者医療）を

実施するとともに、人間ドックの費用を助成

します。また、国民健康保険では、生活習慣

病の発症リスクが高い方に対する特定保健指

導等を行います。 

保険年金課 

61 
中核医療機関としての情

報の充実 

地域の保健・医療・福祉へ貢献することを

目的として、定期的に市民向け講習会を開催

し、最新の治療・予防・薬などの情報提供を

行います。また、主に市民に向けた広報紙

や、開業医・老人保健施設に向けた広報紙の

発行により、病院の医療についての理解促進

に努めます。 

市民病院事務局

総務課 

62 県立看護大学との連携 

看護・介護を実践するだけでなく、地域と

の連携の強化及び現場の改善など、様々なテ

ーマで同大学との連携を図ります。 

市民病院事務局

総務課 

63 
生涯にわたるスポーツ活

動の推進 

いつでも、どこでもスポーツに親しむこと

ができる生涯スポーツ社会の実現を目指し、

市内の総合型地域スポーツクラブの自立運営

を支援します。 

スポーツ推進課 
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⑵ 女性のライフステージに応じた健幸づくり支援 

 

目標指標及び目標値 

 

 

 

  

                        
21 ライフコースアプローチ：胎児期から老齢期に至るまで人の生涯を経時的に捉えた健康づくり。 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

64 
妊娠期及び子育て期の女

性の健康支援 

母子健康手帳交付、乳幼児健診、乳がん検

診等の機会に、適正体重の保持や喫煙リスク

について啓発するとともに、妊婦の歯科健診

を行い、健康意識の向上に努めます。 

子育て・健幸課 

65 
ライフステージに応じた

検診の実施 

女性のライフステージに応じた健康課題に

対応するため、女性特有の疾患に対する検診

を実施するとともに、受診啓発を行い、健康

課題の解消に努めます。 

子育て・健幸課 

66 
ライフコースアプローチ21

を踏まえた健康相談 

女性の健康課題や取り巻く状況は、ライフ

ステージごとに異なり、生涯を経時的にとら

えた健幸づくりが必要です。女性特有の健康

課題に関する相談に対応します。 

子育て・健幸課 

 現状値 

令和 5年度 
 

目標値 

令和 11年度 

 

健康増進等教室参加者数（年間） 1,155人 ▶ 2,000 人 子育て・健幸課 

特定健康診査受診率 38.4％ ▶ 60％ 保険年金課 

総合型地域スポーツクラブに加入し

ている人数（累計） 
1,580人 ▶ 1,950 人 スポーツ推進課 

妊婦健康診査の受診率 76.0％ ▶ 86％ 子育て・健幸課 

乳がん検診受診率 12.3％ ▶ 13.8％ 子育て・健幸課 

子宮がん検診受診率 9.7％ ▶ 11.2％ 子育て・健幸課 

骨粗しょう症検診受診率 8.3％ ▶ 15％ 子育て・健幸課 

指標 担当課 
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方針３ 暴力のない社会づくり 〈羽島市ＤＶ防止対策基本計画〉 

【現状・課題】 

 若年層も含め市民一人ひとりが正しい理解を深め、暴力を根絶する社会的気運を醸成す

るとともに、被害者への相談や自立に向けた支援を充実することが必要です。 

 市民意識調査の結果をみると、セクハラやＤＶを受けた際の相談について、約５０％が

「相談しなかった」と回答しており、相談先について、公的施設や民間の相談機関の利用

はほぼない状況となっています。 

セクハラやＤＶをなくすために必要なこととしては、「法律・制度の見直しを行う（罰

則の強化など）」「被害者のための相談窓口、保護施設を整備する」の回答が最多となって

います。 

 被害者にとって、身近な相談窓口として公的な相談機関のさらなる周知及び充実に努め

るとともに、複雑化・多様化する社会状況のもとで、被害者・加害者の置かれている状況

や、背景を理解しながら適切な対応ができるよう、体制を充実させていく必要があります。 

 

【施策の方向】 

⑴ ＤＶ・ハラスメント等の防止 

  配偶者やパートナーに対する暴力などの予防や根絶に向けた取組を推進するとともに、 

 二次被害を防止するために被害者と接することになる関係者への啓発や研修に努めます。 

 

⑵ 安心して相談できる体制づくり 

   一層多様化する社会状況のもとで、被害者・加害者の置かれている状況や背景を理解

しながら適切な対応ができるよう、相談体制の充実を図ります。 

 

⑶ 被害者支援の充実 

  関係機関が相互に連携を図りながら、被害者の保護及び自立支援を円滑かつ適切に行

うため、体制の整備に努めます。 
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【具体的施策】 

⑴ ＤＶ・ハラスメント等の防止 

 

⑵ 安心して相談できる体制づくり 

 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

67 
女性への暴力の防止に関

する啓発 

ＤＶのほか、性犯罪や売買春、人身売買、

ストーカー行為等、女性の人権を著しく侵害

する暴力をなくすため、正しい知識の普及を

図り、暴力等を容認しない環境づくりに努め

ます。また、１１月の「女性に対する暴力を

なくす運動」期間に、相談機関のチラシの配

布などの啓発活動を行います。 

子育て・健幸課 

68 
子どもへの虐待防止対策

の推進 

虐待のリスクが高い家庭について、スクー

ルソーシャルワーカーや関係機関等と連携

し、情報共有や定期的な見守りを行うととも

に、早期対応ができる体制づくりに努めます。

また、ＳＯＳの出し方について、学校・家庭・

地域に広く周知します。 

子育て・健幸課 

学校教育課 

69 若年者に対する予防啓発 

 若年者に対して、学校における道徳教育や

人権教育の中で、デートＤＶなどの暴力やハ

ラスメントを許さない意識の醸成を図りま

す。 

学校教育課 

70 
各種ハラスメントの防止

に向けた啓発 

 市民や市内企業等に対し、各種ハラスメン

トを未然に防ぐため、関係機関と連携しなが

ら、パンフレット等を配布するなど、正しい

知識の普及に努めます。 

市民協働課 

商工観光課 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

71 

配偶者やパートナーから

の暴力・児童虐待に関する

相談体制の充実 

ＤＶ等被害者が潜在化しないよう相談しや

すい窓口を設置するなど、被害者の状況に応

じた相談対応や助言ができるよう相談体制の

充実に努めます。 

子育て・健幸課 

72 
子どもへの虐待防止のた

めの相談体制強化 

児童虐待に関する相談について、母子保健

と児童福祉の一体的な相談支援を実施してい

きます。相談窓口の強化を図り、関係機関と

連携し、相談対応・家庭支援を行います。 

子育て・健幸課 

73 
子どもへの虐待防止のた

めの相談窓口の周知・啓発 

人権擁護委員による相談や、岐阜地方法務

局職員等による電話相談「こどもの人権

１１０番」（岐阜地方法務局に設置）の周知

に努めます。 

市民総合相談室 
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⑶ 被害者支援の充実 

 

目標指標及び目標値 

 

 

  

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

74 ＤＶ相談窓口の周知・啓発 

ＤＶ相談窓口について、市子育てハンドブ

ック、広報紙等に掲載するとともに、公共施

設等に窓口の連絡先等を記載したカードを設

置するなど、相談窓口の周知・啓発の強化を

図ります。 

子育て・健幸課 

施策

No. 
施策名 内容 担当課 

75 

被害者等の安全確保・支援

体制の充実 

警察や県女性相談センター等の関係機関と

の連携を強化し、被害者やその同伴家族の安

全確保を最優先として、必要な支援を受ける

ことのできる体制の充実に努めます。 

子育て・健幸課 

76 

被害者の住所等が加害者に知られることの

ないよう、ＤＶ及びストーカー行為等に係る

住民基本台帳事務における支援措置につい

て、関係自治体及び関係課が連携して、被害

者情報の管理を適切に行います。 

市民課 

77 
自立のための支援体制の

充実 

被害者の個別状況の正確な理解に努めると

ともに、本人の意思を尊重した支援を行いま

す。また、被害者が安全かつ早期に自立に向

けた生活が送れるよう、関係機関等との連携

を図り、適切な情報提供や経済的支援を行い

ます。 

子育て・健幸課 

 現状値 

令和 5年度 
 

目標値 

令和 11年度 

 

ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）の内容を知っている人の割合 
88.5％ ▶ 90％ 子育て・健幸課 

セクシャル・ハラスメントについて

知識として知っている人の割合 
61.8％ ▶ 70％ 

市民協働課 

商工観光課 

セクハラやＤＶの被害にあった際に

相談しなかった人の割合 

セクハラ 

47.9% 

▶ 
40％ 

子育て・健幸課 
ＤＶ(交際相手) 

53.8% 
40％ 

ＤＶ(配偶者) 

50.0% 
40％ 

指標 担当課 
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男女共同参画に関する施策を総合的に推進するため、男女共同参画に関する取組を関

係各課と連携を図り実施します。また、各施策を推進する職員一人ひとりが率先して行

動できるよう、男女共同参画意識の向上を図ります。 

 

 

 

市民を主体としたまちづくりに向けて、社会のあらゆる場において、性差の概念にと

らわれることのない様々な意見を集約することが必要不可欠であり、男女双方の声が反

映されて、初めて誰もが住みよいまち「羽島」が実現すると言えます。 

市のまちづくりに関する基本的な考え方・ルールをまとめた「羽島市まちづくり基本

条例」では、市民、議会及び市長等がそれぞれの特性を理解し、役割を認識した上でお

互いに対等な立場として尊重し、補足し合いながら協力する「協働」によるまちづくり

を推進しています。 

男女共同参画に関する施策を着実に推進し、本プランをより実効性のあるものとする

ため、市民や有識者からなる「男女共同参画懇話会」において、進捗状況の確認を行い

ながら、本プランの推進を図ります。 

 

 

 

本プランを効率的かつ効果的に推進するため、国や県、他の自治体との連携を強化し、

男女共同参画に関する方向性について整合を図ります。また、先進事例などの情報収集

とその積極的な発信に努めます。 

 

 

 

本プランでは、数値による評価が可能なものについては、施策ごとに指標を設定して

います。これらの指標を活用し、進捗状況や成果を定期的に評価・検証し、次年度以降

の施策の推進に反映していきます。 

 

  

１ 市の推進体制 

第４章 プランの推進 

２ 市民参加によるプランの推進 

３ 国・県・他の自治体との連携と情報収集 

４ プランの進行管理 
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本プランにおける全指標の一覧となります。 

なお、備考欄には、羽島市第七次総合計画の指標は「〇」、国・県等の計画指標は「☆」

を記載しています。 

 

基本目標１ すべての人が尊重される社会の基盤づくり 

No. 施策名 指標名 
現状値 

令和 5年度 

目標値 

令和 11年度 

備

考 

4 
男女共同参画に関する

総合的な情報提供 

社会全体として男女の地位が

「平等」と感じている人の割合 
10.3％ 50％ ☆ 

8 
性の多様性に対する理

解促進 

「性自認、性的指向、LGBTQ+」

の内容を知っている人の割合 
47.4％ 60％  

9 国際交流活動の充実 
国際交流協会実施講座の参加

者数（年間） 
470人 530人 〇 

13 
男女平等教育に関する

指導研究 

学校教育の場において男女の

地位が「平等」と感じている人

の割合 

52.4％ 65％  

14 道徳教育の充実 

全国学力、学習状況調査におけ

る豊かな人間性に関する質問

の回答平均 

【小学生】 

89.4％ 

【中学生】 

83.0％ 

【小学生】 

90％ 

【中学生】 

90％ 

 

15 
中学生向け啓発リーフ

レットの作成と配布 

男女共同参画に関する授業・講

演会等の実施回数（年間） 
5回 5回  

16 
家庭向け啓発リーフレ

ットの作成と配布 

家庭生活において男女の地位

が「平等」と感じている人の割

合 

30.9％ 50％ ☆ 

17 
地域における男女共同

参画教育の推進 

地域活動の場において男女の

地位が「平等」と感じている人

の割合 【No.43同指標】 

27.9％ 50％ ☆ 

 

基本目標２ あらゆる分野で活躍できる環境づくり 

No. 施策名 指標名 
現状値 

令和 5年度 

目標値 

令和 11年度 

備

考 

20 放課後児童教室の実施 
放課後児童教室待機児童数（年

間） 
0人 0人  

21 
ファミリー・サポート・

センター事業の推進 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業利用件数（年間） 
426件 600件  

22 
病児保育・病後児保育事

業の推進 

病児・病後児保育事業利用件数

（年間） 
182件 200件  

５ 指標一覧  
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No. 施策名 指標名 
現状値 

令和 5年度 

目標値 

令和 11年度 

備

考 

23 
子育て支援企業認証・表

彰制度の実施 

市の子育て支援企業認証数（累

計） 
14社 25社 〇 

24 

「子育てサポート企

業」・「女性活躍推進企

業」制度等の紹介 

国の制度（えるぼし認定制度・

くるみん認定制度）で認定を受

けた企業数（累計） 

3社 4社  

県の制度（ワーク・ライフ・バ

ランス推進エクセレント企業

認定制度）で認定を受けた企業

数（累計） 

4社 8社  

26 

市役所における育児・介

護休業制度への理解促

進 

市役所男性職員における育児

休業の取得割合 
50.0％ 85％ 

〇

☆ 

27 子育て相談体制の充実 

こども家庭センター（子育て相

談センター 羽っぴぃ）への相

談件数（年間） 

42件 100件 〇 

地域子育て支援拠点の利用人

数（年間） 
19,392人 19,400人  

30 

スクールソーシャルワ

ーカーによる家庭支援

の充実 

学校に行くのが楽しい児童生

徒の割合 

【小学生】 

89.0％ 

【中学生】 

77.7％ 

【小学生】 

90％ 

【中学生】 

80％ 

 

31 パパママ教室の充実 
パパママ教室における父親の

参加率 
92.0％ 95％  

33 
創業支援等事業計画に

基づく創業支援 

創業支援等事業計画による創

業者数に占める女性の割合 
15％ 20％  

34 
審議会等への女性の登

用促進 

審議会等委員への女性の登用

率 
31.7％ 35％ 〇 

35 
市役所の女性職員の管

理職への積極的な登用 

市役所管理職に占める女性職

員の割合 
19.0％ 25％ 〇 

36 
新たな分野における女

性の参画促進 

女性人材バンクへの登録者数

（累計） 
41人 60人  

38 
就労環境の改善に関わ

る情報提供 

職場において男女の地位が「平

等」と感じている人の割合 
30.3％ 50％ ☆ 

41 
女性のスポーツ指導者

の育成 

スポーツ推進委員会の女性委

員数（累計） 
11人 12人  

43 
地域における男女共同

参画の推進 

地域活動の場において男女の

地位が「平等」と感じている人

の割合 【No.17同指標】 

27.9％ 50％ ☆ 

44 
ネットワークづくりへ

の活動支援 
市民活動団体登録数（累計） 15団体 33団体 〇 
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No. 施策名 指標名 
現状値 

令和 5年度 

目標値 

令和 11年度 

備

考 

45 
レスキュークロス羽島

の男女共同参画の推進 

レスキュークロス羽島の総会

員に占める女性会員の割合 
54.8％ 50％以上  

46 

火災予防啓発活動にお

ける女性消防団員参加

の促進 

女性消防団員数（累計） 17人 20人  

 

基本目標３ 健幸で安全・安心な社会づくり 

No. 施策名 指標名 
現状値 

令和 5年度 

目標値 

令和 11年度 

備

考 

49 
地域で高齢者を支える

体制づくり 
認知症サポーター数（累計） 3,351人 3,640人 〇 

51 介護予防対策の推進 通いの場の運営団体数（累計） 11団体 12団体 〇 

53 
総合的な障がい者施策

の推進 

障がい福祉サービス利用者数

（年間） 
961人 1,125人 〇 

55 生活困窮者自立支援 
生活困窮者等の就労による収

入増加者数（年間） 
8人 10人  

58 
健幸づくりの取組への

支援 

健康増進等教室参加者数（年

間） 
1,155人 2,000人  

60 

国民健康保険及び後期

高齢者医療における健

康増進と疾病予防事業

の推進 

特定健康診査受診率 38.4％ 60％ 
〇

☆ 

63 
生涯にわたるスポーツ

活動の推進 

総合型地域スポーツクラブに

加入している人数（累計） 
1,580人 1,950人 〇 

64 
妊娠期及び子育て期の

女性の健康支援 
妊婦健康診査の受診率 76.0％ 86％  

65 
ライフステージに応じ

た検診の実施 

乳がん検診受診率 12.3％ 13.8％ 〇 

子宮がん検診受診率 9.7％ 11.2％ 〇 

骨粗しょう症検診受診率 8.3％ 15％ ☆ 

67 
女性への暴力の防止に

関する啓発 

ドメスティック・バイオレンス

（ＤＶ）の内容を知っている人

の割合 

88.5％ 90％  

70 
各種ハラスメントの防

止に向けた啓発 

セクシャル・ハラスメントにつ

いて、知識として知っている人

の割合 

61.8％ 70％  

74 
ＤＶ相談窓口の周知・啓

発 

セクハラやＤＶの被害にあっ

た際に相談しなかった人の割

合 

セクハラ 47.9% 40％ 

 
DV（交際相手）

53.8% 
40％ 

DV（配偶者）

50.0% 
40％ 
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わが国における男女共同参画の取組は、令和２年に閣議決定された「第５次男女共同

参画基本計画」に基づき推進されています。 

岐阜県では、令和６年に「岐阜県男女共同参画計画（第５次）」が策定されています。 

 

【男女共同参画を取り巻く社会の動向】 

年 世界 国 岐阜県 羽島市 

昭和 50 年 

（1975 年） 

・国際婦人年（目標：平

等、発展、平和） 

・国際婦人年世界会議

（メキシコシティ） 

・「世界行動計画」採択 

・婦人問題企画推進本部

設置 

・婦人問題企画推進会議

開催 

  

昭和 52 年 

（1977 年） 

国
連
婦
人
の
十
年 

 ・「国内行動計画」策定 

・「国立女性教育会館」

設置 

・婦人問題連絡会議設置 
 

昭和 54 年 

（1979 年） 

・国連第 34 回総会

「女子差別撤廃条 

約」採択 

・「女性差別撤廃条約」

署名 

・第Ⅰ期婦人問題懇話会 

設置  

昭和 55 年 

（1980 年） 

・「国連婦人の十

年」中間年世界会

議（コペンハーゲ

ン） 

・「国連婦人の十年

後半期行動プログ

ラ ム」採択 

 
 

 

昭和 56 年 

（1981 年） 

 ・「国内行動計画後期重

点目標」策定 

 

 

昭和 57 年 

（1982 年） 

  ・第Ⅱ期婦人問題懇話会

設置 
 

昭和 58 年 

（1983 年） 

  ・「婦人問題に関する県

民の意識調査」実施 
 

昭和 59 年 

（1984 年） 

 ・「国籍法」改正 ・第Ⅰ期婦人問題推進会

議設置 
 

昭和 60 年 

（1985 年） 

・「国連婦人の十

年」ナイロビ世界

会議 

・「婦人の地位向上

のためのナイロビ

将来戦略」採択 

・「男女雇用機会均等

法」公布 

・「女子差別撤廃条約」

批准 

 

 

昭和 61 年 

（1986 年） 

 
・婦人問題企画推進本部

拡充（構成を全省庁に

拡大） 

・婦人問題企画推進有識

者会議開催 

・「岐阜県婦人行動計

画」策定 

・第Ⅱ期婦人問題推進会

議設置 

 

昭和 62 年 

（1987 年） 

 
・「西暦 2000 年に向け

ての新国内行動計画」

策定 

 

 

平成元年 

（1989 年） 

  
・女性の世紀 21 委員会

設置 
 

６ 男女共同参画を取り巻く動き 
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年 世界 国 岐阜県 羽島市 

平成 2 年 

（1990 年） 

・国連婦人の地位委員会

拡大会期 

・国連経済社会理事会

「婦人の地位向上のため 

  のナイロビ将来戦略に

関する第 1 回見直しと

評価に伴う勧告及び結

論」採択 

  

 

平成 3 年 

（1991 年） 

 
・「育児休業法」公布 ・「調査研究報告書」

（女性の世紀 21 委員 

 会） 

 

平成 4 年 

（1992 年） 

 
 ・「どう変わればいい女

性と男性県民意識調

査」実施 

 

平成 5 年 

（1993 年） 

  ・「男女共同参画型社会

をめざしての提言」

（女性の世紀 21 委員

会） 

 

平成 6 年 

（1994 年） 

 
・男女共同参画室・男女

共同参画審議会（政

令） 

・男女共同参画推進本部

設置 

・「女と男のはぁもにぃ

プラン－ぎふ女性行動

計画－」策定 

・岐阜県男女共同参画社

会づくり推進本部設置 

 

平成 7 年 

（1995 年） 

・第 4 回世界女性会議－

平等、開発、平和のた

めの行動（北京） 

・「北京宣言及び行動綱

領」採択 

・「育児休業法」改正

（介護休業制度の法制  

化） 

 

 

平成 8 年 

（1996 年） 

 
・男女共同参画推進連携

会議（えがりてネット

ワーク）発足 

・「男女共同参画 2000

年プラン」策定 

 

 

平成 9 年 

（1997 年） 

 
・男女共同参画審議会設

置（法律） 

・「男女雇用機会均等

法」改正 

・「介護保険法」公布 

・「男女共同参画に関す

る県民意識調査」実施 
 

平成 10 年 

（1998 年） 

  
・「第 3 次ぎふ女性行動

計画への提言」（女性

の世紀 21 委員会） 

 

平成 11 年 

（1999 年） 

 
・「男女共同参画社会基

本法」公布、施行 

・「食料・農業・農村基

本法」公布、施行 

・「ぎふ男女共同参画プ

ラン」策定 

・「羽島市男女共同参画

懇話会」設置 

・「羽島市男女共同参画

推進会議」設置 

・「羽島市男女共同参画

に関する市民意識調

査」実施 

平成 12 年 

（2000 年） 

・国連特別総会「女性

2000 年会議」（ニュー

ヨーク） 

・「ミレニアム開発目標

（MDGs）」設定 

・「男女共同参画基本計

画」閣議決定 

・「女性に対する暴力に

関する調査」実施 
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年 世界 国 岐阜県 羽島市 

平成 13 年 

（2001 年） 

 
・男女共同参画会議設置 

・男女共同参画局設置 

・「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する法律」施行 

・第 1 回男女共同参画週

間 

・「仕事と子育ての両立

支援策の方針につい

て」閣議決定 

 
・「羽島市男女共同参画

プラン（～平成 16 年

度）」策定 

平成 14 年 

（2002 年） 

 
・アフガニスタンの女性

支援に関する懇談会開

催 

・「ぎふ男女共同参画プ

ラン」一部改訂 

・「男女共同参画に関す

る県民意識調査」実施 

 

平成 15 年 

（2003 年） 

 
・「女性のチャレンジ支

援策の推進について」

男女共同参画推進本部

決定 

・「少子化社会対策基本

法」公布、施行 

・「次世代育成支援対策

推進法」公布、施行 

・「岐阜県男女が平等に

人として尊重される男

女共同参画社会づくり

条例」公布、施行 

 

平成 16 年 

（2004 年） 

 
・「女性国家公務員の採

用・登用の拡大等につ

いて」男女共同参画推

進本部決定 

・「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する法律」改正 

・岐阜県男女共同参画二

十一世紀審議会設置 

・「岐阜県男女共同参画

計画」策定 

 

平成 17 年 

（2005 年） 

・国連「北京＋10」閣僚

級会合（ニューヨー

ク） 

・「男女共同参画基本計

画（第 2 次）」閣議決

定 

・「女性の再チャレンジ

支援プラン」策定 

 
・「羽島市男女共同参画

プラン（～平成 21 年

度）」策定 

平成 18 年 

（2006 年） 

 ・「国の審議会等におけ

る女性委員の登用の促

進について」男女共同

参画推進本部決定 

・「男女雇用機会均等

法」改正 

・東アジア男女共同参画

担当大臣会合開催 

・「女性の再チャレンジ

支援プラン」改定 

・「岐阜県配偶者からの

暴力の防止及び被害者

の保護に関する基本計

画」策定 

・男女共同参画ふれあい

サロンを男女共同参画

プラザに改称 

 

平成 19 年 

（2007 年） 

 
・「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する法律」改正 

・「短時間労働者の雇用

管理の改善等の関する

法律」改正 

・「子どもと家族を応援

する日本」重点戦略取

りまとめ 

・「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及び

「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」

策定 

・「男女共同参画に関す

る県民意識調査」実施 
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年 世界 国 岐阜県 羽島市 

平成 20 年 

（2008 年） 

 ・「女性の参画加速プロ

グラム」男女共同参画

推進本部決定 

  

平成 21 年 

（2009 年） 

 
・男女共同参画シンボル

マーク決定 

・「育児・介護休業法」

改正 

・「岐阜県男女共同参画

計画（第 2 次）」策定 

・「岐阜県配偶者からの

暴力の防止及び被害者

の保護に関する基本計

画（第 2 次）」策定 

 

平成 22 年 

（2010 年） 

・国連「北京＋15」記念

会合（ニューヨーク） 

・APEC 第 15 回女性リー

ダーズネットワーク

（WLN）会合 

・第 8 回男女共同参画担

当者ネットワーク

（GFPN）会合 

・「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及び

「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」

改定 

・「第 3 次男女共同参画

基本計画」閣議決定 

 
・「羽島市男女共同参画

プラン（～平成 26 年

度）」策定 

平成 23 年 

（2011 年） 

・UN Women 正式発足 
   

平成 24 年 

（2012 年） 

・第 56 回国連女性の地位

委員会「自然災害にお

けるジェンダー平等と

女性のエンパワーメン

ト」決議案採択 

・「女性の活躍促進によ

る経済活性化」行動計

画」策定 

・「男女共同参画に関す

る県民意識調査」実施 

 

平成 25 年 

（2013 年） 

 
・若者・女性活躍推進フ

ォーラムの開催、提言 

・「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

等に関する法律」改正

（平成 26年 1 月施

行） 

・「日本再興戦略」（平

成 25年 6月 14 日閣議

決定）の中核に「女性

の活躍推進」を位置づ

け 

 
・「羽島市男女共同参画

に関する市民意識調

査」実施 

平成 26 年 

（2014 年） 

・第 58 回国連女性の地位

委員会「自然災害にお

けるジェンダー平等と

女性のエンパワーメン

ト」決議案採択 

・「日本再興戦略」改訂

2014（平成 26年 6 月

24 日閣議決定）に

「『女性が輝く社会』

の実現」を記載 

・女性が輝く社会に向け

た国際シンポジウム

（WAW!Tokyo2014）開

催 

・「岐阜県男女共同参画

計画（第 3 次）」策定 

・「岐阜県配偶者からの

暴力の防止及び被害者

の保護に関する基本計

画（第 3 次）」策定 
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年 世界 国 岐阜県 羽島市 

平成 27 年 

（2015 年） 

・国連「北京＋20」記念

会合（第 59 回国連婦人

の地位委員会（ニュー

ヨーク）） 

・第 3 回国連防災世界会

議（仙台）「仙台防災

枠組」採択 

・「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ

（SDGs）」採択 

・「女性の活躍加速のた

めの重点方針 2015」策

定 

・「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関す

る法律」公布 

・「第 4 次男女共同参画

基本計画」閣議決定 

 
・「羽島市男女共同参画

プラン（～令和元年

度）」策定 

平成 28 年 

（2016 年） 

・G7 伊勢志摩サミットに

て「女性の能力開花の

ための G7 行動指針」取

りまとめ 

・「育児・介護休業法及

び男女雇用機会均等

法」等改正 

・「岐阜県女性の活躍支

援センター」開設 

・「清流の国ぎふ女性の

活躍推進会議」設置 

 

平成 29 年 

（2017 年） 

 
・「働き方改革実行計

画」決定 

・「清流の国ぎふ女性活

躍推進計画」策定 

・「男女共同参画に関す

る県民意識調査」実施 

 

平成 30 年 

（2018 年） 

 
・「政治分野における男

女共同参画に関する法

律」公布、施行 

・「清流の国ぎふ女性の

活躍推進サミット」開

催 

・「羽島市男女共同参画

に関する市民意識調

査」実施 

令和元年 

（2019 年） 

 ・「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関す

る法律」等改正 

・「ＤＶ防止法」改正 

(施行 令和 2 年） 

・「岐阜県男女共同参画

計画（第 4 次）」策定 

・「岐阜県配偶者からの

暴力の防止及び被害者

の保護に関する基本計

画（第 4 次）」策定 

・「岐阜県配偶者からの

暴力の防止及び被害者

の保護等に関する基本

計画（第 4 次）」策定 

 

令和 2 年 

（2020 年） 

・第 64 回国連婦人の地位

委員会（国連「北京

+25」記念会合）（ニュ

ーヨーク） 

・「災害対応力を強化す

る女性の視点～男女共

同参画の視点からの防

災・復興ガイドライン

～」決定 

・「第 5 次男女共同参画

基本計画」閣議決定 

 ・「羽島市男女共同参画

プラン（～令和 6 年

度）」策定 

令和 3 年 

（2021 年） 

 ・「育児・介護休業法」

改正(施行 令和 4 年) 

・「政治分野における男

女共同参画の推進に関

する法律」一部改正 

  

令和 4 年 

（2022 年） 

 ・「困難な問題を抱える

女性への支援に関する

法律」の公布（施行 

令和 6 年※一部除く） 

・「ＡＶ出演被害防止・

救済法」公布、施行 

・「岐阜県男女共同参画

計画」と「清流の国ぎ

ふ女性の活躍推進計

画」統合 

・「男女共同参画に関す

る県民意識調査」実施 

 

令和 5 年 

（2023 年） 

 ・「ＤＶ防止法」改正 

（施行 令和 6 年※一 

部除く） 

・「ＬＧＢＴ理解増進

法」公布、施行 

 ・「羽島市男女共同参画

に関する市民意識調

査」実施 
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年 世界 国 岐阜県 羽島市 

令和 6 年 

（2024 年） 

  ・「岐阜県男女共同参画

計画（第 5 次）」策定 

・「岐阜県配偶者からの

暴力の防止及び被害者

の保護等並びに困難な

問題を抱える女性への

支援のための基本計

画」策定 
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男女共同参画社会基本法（抄） 

（平成１１年６月２３日法律第７８号） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題

と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っ

ていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら 

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、 

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

資料 



 

 78  

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配

慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること

を旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、か

つ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。

以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定

めなければならない。 



 

 79  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推 

進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施 

策の大綱 

⑵ 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同

参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差

別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努

めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と
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の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために

必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

⑴ 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成 

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

⑶ 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係 

各大臣に対し、意見を述べること。 

⑷ 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施 

策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及 

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

⑴ 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

⑵ 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１０

分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対

し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ
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とができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項

は、政令で定める。 

（以下省略） 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成２７年９月４日法律第６４号） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の基本理

念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方

公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の

職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活にお

ける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

を目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、

職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、

性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われな

ければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事

由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会

の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生

活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境

の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるととも

に、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなけれ

ばならない。 
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第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

⑵ 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

⑶ 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定める

よう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策について

の計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に規定

する一般事業主行動計画及び第１９条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主

行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めな

ければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

⑴ 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

⑵ 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

⑶ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき
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は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が１００人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事

業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）

を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更

したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 計画期間 

⑵ 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

⑶ 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この

場合において、前項第２号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が１００人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出

るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の

用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定め
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るもの（次項及び第１４条第１項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付する

ことができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

（認定の取消し） 

第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を

取り消すことができる。 

⑴ 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

⑵ この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

⑶ 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第１２条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定し

た一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成した

こと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１

３号）第１３条の２に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第２９条に規定する業務を担当する者を選任し

ていること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なもので

あることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第１３条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第８条

第１項及び第７項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも１回、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第１４条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第１５条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第１２条の

認定を取り消すことができる。 

⑴ 第１１条の規定により第９条の認定を取り消すとき。 

⑵ 第１２条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

⑶ 第１３条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

⑷ 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

⑸ 不正の手段により第１２条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第１６条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が３００人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体

をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせ

ようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定
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法（昭和２２年法律第１４１号）第３６条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主

については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社

団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するもの

に限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、

厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承

認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で

定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第５条の３

第１項及び第４項、第５条の４第１項及び第２項、第５条の５、第３９条、第４１条第２項、第４２

条、第４８条の３第１項、第４８条の４、第５０条第１項及び第２項並びに第５１条の規定は前項の

規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第４０条の規定は同項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第５０条第３項及び第４項

の規定はこの項において準用する同条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。

この場合において、同法第３７条第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従

事しようとする者」と、同法第４１条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」

とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の２の規定の適用については、同法第３６条第２項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の

者に与えようとする」と、同法第４２条の２中「第３９条に規定する募集受託者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１６条第４項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

第１７条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事

業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該

募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとす

る。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第１８条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働

者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その

他の援助の実施に努めるものとする。 
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第３節 特定事業主行動計画 

第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定

事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行

動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。

以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 計画期間 

⑵ 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

⑶ 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情に

ついて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項

第２号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小

の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定

めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２０条 第８条第１項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が３００人を超えるものに限

る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表

しなければならない。 

⑴ その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実 

 績 

⑵ その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定め

るところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的

に公表しなければならない。 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関す
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る第１項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならな

い。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２１条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる

情報を定期的に公表しなければならない。 

⑴ その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

⑵ その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第２２条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業

の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その

他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第２３条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第２４条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融

公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物

件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女

性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その

他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第２５条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を

深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第２６条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性

の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第２７条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事
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業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第２２条第１項

の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例そ

の他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係

機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第２２条第３項の規定による事

務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

⑴ 一般事業主の団体又はその連合団体 

⑵ 学識経験者 

⑶ その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携

の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組につ

いて協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第２８条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第２９条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第３０条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項に規定す

る一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第７項に規定する一般事

業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第３１条 厚生労働大臣は、第２０条第１項若しくは第２項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の

公表をした第８条第１項に規定する一般事業主又は第２０条第３項に規定する情報に関し虚偽の公

表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第８条第７項に規定する一般事業主に

対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、

その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第３２条 第８条、第９条、第１１条、第１２条、第１５条、第１６条、第３０条及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任す

ることができる。 

（政令への委任） 
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第３３条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第６章 罰則 

第３４条 第１６条第５項において準用する職業安定法第４１条第２項の規定による業務の停止の命

令に違反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第２２条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者 

⑵ 第２８条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第１６条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

⑵ 第１６条第５項において準用する職業安定法第３７条第２項の規定による指示に従わなかった 

 者 

⑶ 第１６条第５項において準用する職業安定法第３９条又は第４０条の規定に違反した者 

第３７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第１０条第２項（第１４条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

⑵ 第１６条第五項において準用する職業安定法第５０条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽 

の報告をした者 

⑶ 第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第２項の規定による立入り若しくは検査 

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

⑷ 第１６条第５項において準用する職業安定法第５１条第１項の規定に違反して秘密を漏らした 

 者 

第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第３４条、第３６条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又

は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第３９条 第３０条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２０万円以下の過料に処す

る。 

（以下省略） 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成１３年４月１３日法律第３１号） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第２８条の２において「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものと

する。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上

離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護（被害者の自立

を支援することを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

⑴ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 
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⑵ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

⑶ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団 

体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する重 

要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

⑵ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

⑶ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県、

関係地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

⑴ 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。 

⑵ 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこ

と。 
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⑶ 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第

６号、第５条、第８条の３及び第９条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護

を行うこと。 

⑷ 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度

の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

⑸ 第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の

援助を行うこと。 

⑹ 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その

他の援助を行うこと。 

４ 前項第３号の一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正

当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第４条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第５条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第５条の２ 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他

の関係者（第５項において「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下「協議会」という。）

を組織するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、

被害者に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

５ 協議会は、第３項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関

等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第５条の３ 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第５条の４ 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章
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において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に 通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

２の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用

について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説

明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和２９

年法律第１６２号）、警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６号）その他の法令の定めるところに

より、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第１５条第３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けてい

る者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定

めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福

祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は

市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われ

るよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出

を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 
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第４章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害

を加える旨を告知してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受けた者に

限る。以下この条並びに第１２条第１項第３号及び第４号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの

身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者。以下この条及び第１２条第１項第２号から第４号までにおいて同じ。）から

の更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、

裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して１年間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その

他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場

所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止

命令の効力が生じた日から起算して１年を経過する日までの間、被害者に対して次に掲げる行為をし

てはならないことを命ずるものとする。 

⑴ 面会を要求すること。 

⑵ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

⑶ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

⑷ 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送

付し、通信文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第１号

に規定する電気通信をいう。以下この号及び第６項第１号において同じ。）の送信元、送信先、通信

日時その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」という。）

をファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 

⑸ 緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から午前６時までの間に、電話をかけ、通信文等をフ

ァクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。 

⑹ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 

⑺ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

⑻ その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害す

る文書、図画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下

この号において同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又

はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこ

と。 

⑼ その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地

理空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）第２条第１項第１号に規定する位置情報を

いう。以下この号において同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものを

いう。以下この号及び次号において同じ。）（同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置

を含む。）により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政
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令で定める方法により取得すること。 

⑽ その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記

録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動

し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。 

３ 第１項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第１２条第１

項第３号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと

疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関

して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁

止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して１年を経過する日までの間、当該子の

住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学

校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して前項第２号から第１０号

までに掲げる行為（同項第５号に掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファクシ

ミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子

が１５歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第１項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有す

る者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第１

２条第１項第４号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っ

ていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の

効力が生じた日から起算して１年を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺

につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしては

ならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が１５歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）が

ある場合に限り、することができる。 

６ 第２項第４号及び第５号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話

をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。 

⑴ 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成１４年律第２６号）第２条第

１号に規定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために

用いられる電気通信の送信を行うこと。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第１０条の２ 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身

体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この条及び第１８条第１項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等
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に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者。以下この条、第１２条第２項第２号及び第１８条第１項において同じ。）から更に

身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

は、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して２月

間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建物（不動産登記法（平成１６

年法律第１２３号）第２条第２２号に規定する区分建物をいう。）の所有者又は賃借人が被害者のみ

である場合において、被害者の申立てがあったときは、６月間）、被害者と共に生活の本拠としている

住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただ

し、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第１１条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下「退去等命令」という。）の申立てに係る事件

は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する

地方裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

⑴ 申立人の住所又は居所の所在地 

⑵ 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

⑴ 申立人の住所又は居所の所在地 

⑵ 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第１２条 接近禁止命令及び第１０条第２項から第４項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる

事項を記載した書面でしなければならない。 

⑴ 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者 

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対す

る暴力等を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた状況

を含む。） 

⑵ 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大 

な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

⑶ 第１０条第３項の規定による命令（以下この号並びに第１７条第３項及び第４項において「３項 

命令」という。）の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と 

面会することを余儀なくされることを防止するため当該３項命令を発する必要があると認めるに 

足りる申立ての時における事情 

⑷ 第１０条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して 

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認め 

るに足りる申立ての時における事情 

⑸ 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、 

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 
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ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

⑴ 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であっ

て、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあって

は、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を含む。） 

⑵ 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、生命又は身 

体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

⑶ 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前２号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

３ 前２項の書面（以下「申立書」という。）に第１項第５号イからニまで又は前項第３号イからニまで

に掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第１項第１号から第４号まで又は前項第１号及び

第２号に掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治４１年法律第５３号）

第５８条の２第１項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第１３条 裁判所は、接近禁止命令、第１０条第２項から第４項までの規定による命令及び退去等命令

（以下「保護命令」という。）の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することが

できない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまで又は同条第２項第３号イからニまでに掲げる事項の

記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申

立人が相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載

した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定によ

り書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（期日の呼出し） 

第１４条の２ 保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭

した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出

しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰す

ることができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、こ

の限りでない。 
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（公示送達の方法） 

第１４条の３ 保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、

いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第１４条の４ 保護命令に関する手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立て等」

という。）のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第４項において同じ。）をもってするものとされて

いるものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、

受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。）については、当該法令の規定にかかわらず、

最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。以下この項及び第３項において同じ。）と申立て等をする者の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定

した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に

関する法令の規定を適用する。 

３ 第１項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第１項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等（署名、記名、押印そ

の他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。）をすることとされて

いるものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、

最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第１項の規定によりされた申立て等が第３項に規定するファイルに記録されたときは、第１項の裁

判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。 

６ 第１項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧

若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該

申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第１２条第１項第５号イから

ニまで又は同条第２項第３号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速や

かに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セン

ター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが２以上ある場合にあっては、申

立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援セ
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ンター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ず

るまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原

裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合において、第１０条第２項から第４項ま

での規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければな

らない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第１０条第２項から第４項までの規定による

命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、第３項若しくは第４項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第１０条第２項から第４項までの規定に

よる命令にあっては接近禁止命令が効力を生じた日から起算して３月を経過した日以後において、退

去等命令にあっては当該退去等命令が効力を生じた日から起算して２週間を経過した日以後におい

て、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がない

ことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消

す場合について準用する。 

３ ３項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して６月を経過した日又は当該３

項命令が効力を生じた日から起算して３月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当該３項命

令を発した裁判所に対し、第１０条第３項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、当該３

項命令の取消しの申立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係る３項命令の申立てをした者の意見

を聴かなければならない。 

５ 第３項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

６ 第３項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。 

７ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、第１項から第３項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第１８条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立ての理由となった身体に対
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する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令の再度の申立てがあったと

きは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに

帰することのできない事由により当該発せられた命令の期間までに当該住居からの転居を完了する

ことができないことその他の退去等命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限

り、退去等命令を発するものとする。ただし、当該退去等命令を発することにより当該配偶者の生活

に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該退去等命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適用については、同条第２項各号列記以外の部

分中「事項」とあるのは「事項及び第１８条第１項本文の事情」と、同項第３号中「事項に」とある

のは「事項及び第１８条第１項本文の事情に」と、同条第３項中「事項に」とあるのは「事項並びに

第１８条第１項本文の事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第１９条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することが

できる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審

尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

第２０条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反

しない限り、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第一編から第四編までの規定（同法第７１条第

２項、第９１条の２、第９２条第９項及び第１０項、第９２条の２第２項、第９４条、第１００条第

２項、第１編第５章第４節第３款、第１１１条、第１編第７章、第１３３条の２第５項及び第６項、

第１３３条の３第２項、第１５１条第３項、第１６０条第２項、第１８５条第３項、第２０５条第２

項、第２１５条第２項、第２２７条第２項並びに第２３２条の２の規定を除く。）を準用する。この場

合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１１２条第１項

本文 

前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管

し、いつでも送達を受けるべき者に交付

すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始

めた 

第１１２条第１項

ただし書 

前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた 

第１１３条 書類又は電磁的記録 書類 

 記載又は記録 記載 

 第１１１条の規定による措置を開始し

た 

裁判所書記官が送達すべき書類を保管

し、いつでも送達を受けるべき者に交付

すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始

めた 

第１３３条の３第

１項 

記載され、又は記録された書面又は電

磁的記録 

記載された書面 

当該書面又は電磁的記録 当該書面 
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 又は電磁的記録その他これに類する書

面又は電磁的記録 

その他これに類する書面 

第１５１条第２項

及び第２３１条の

２第２項 

方法又は最高裁判所規則で定める電子

情報処理組織を使用する方法 

方法 

第１６０条第１項 最高裁判所規則で定めるところによ

り、電子調書（期日又は期日外におけ

る手続の方式、内容及び経過等の記録

及び公証をするためにこの法律その他

の法令の規定により裁判所書記官が作

成する電磁的記録をいう。以下同じ。） 

調書 

第１６０条第３項 前項の規定によりファイルに記録され

た電子調書の内容に 

調書の記載について 

第１６０条第４項 第２項の規定によりファイルに記録さ

れた電子調書 

調書 

 当該電子調書 当該調書 

第１６０条の２第

１項 

前条第２項の規定によりファイルに記

録された電子調書の内容 

調書の記載 

第１６０条の２第

２項 

その旨をファイルに記録して 調書を作成して 

第２０５条第３項 事項又は前項の規定によりファイルに

記録された事項若しくは同項の記録媒

体に記録された事項 

事項 

第２１５条第４項 事項又は第２項の規定によりファイル

に記録された事項若しくは同項の記録

媒体に記録された事項 

事項 

第２３１条の３第

２項 

若しくは送付し、又は最高裁判所規則

で定める電子情報処理組織を使用する 

又は送付する 

第２６１条第４項 電子調書 調書 

記録しなければ 記載しなければ 

（最高裁判所規則） 

第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則

で定める。 

 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境

等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及

び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 
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２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の

更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並

びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

⑴ 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費

用（次号に掲げる費用を除く。） 

⑵ 第３条第３項第３号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護（同条第４項に規定す

る厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務

に要する費用 

⑶ 第４条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用 

⑷ 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託 

して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第４条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しな

ければならない。 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、

同項第１号及び第２号に掲げるものについては、その１０分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の１０分の５以内を補助することができる。 

⑴ 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの 

⑵ 市町村が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当

該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受け

る身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これ

らの規定（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替え

るほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
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に読み替えるものとする。 

第２条 配偶者 第２８条の２に規定する関係にある相手

（以下「特定関係者」という。） 

 、被害者 、被害者（特定関係者からの暴力を受け

た者をいう。以下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は配偶者であった者 特定関係者又は特定関係者であった者 

第１０条第１項か

ら第４項まで、第

１０条の２、第１

１条第２項第２号

及び第３項第２

号、第１２条第１

項第１号から第４

号まで並びに第２

項第１号及び第２

号並びに第１８条

第１項 

配偶者 特定関係者 

第１０条第１項、

第１０条の２並び

に第１２条第１項

第１号及び第２項

第１号 

離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合 

第２８条の２に規定する関係を解消した

場合 

 

第６章 罰則 

第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用する第１０条第１項から第４項まで及び第１０条の

２の規定によるものを含む。第３１条において同じ。）に違反した者は、２年以下の懲役又は２００万

円以下の罰金に処する。 

第３０条 第３条第５項又は第５条の３の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は

５０万円以下の罰金に処する。 

第３１条 第１２条第１項若しくは第２項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第２８条の２において読み替えて準用する第１２条第１項若しくは第２項（第２８条の２

において準用する第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載

すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、１０万円以下の過

料に処する。 

（以下省略） 
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羽島市男女共同参画懇話会設置要綱 
平成１４年３月５日 

告示第１９号 

（設置） 

第１条 羽島市における男女共同参画プランの提言と推進に資するため、羽島市男女共同参画懇話会

（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 男女共同参画プランの提言に関すること。 

⑵ 男女共同参画プランの推進に関すること。 

⑶ 前２号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。 

（構成） 

第３条 懇話会は、市長が委嘱する１０人以内の委員をもって構成する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の懇話会は、市

長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長とする。 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、必要があるときは関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

（報償金） 

第８条 委員が会議に出席したときは、１回当たり６，０００円の報償金を支払う。 

（庶務） 

第９条 懇話会の庶務は、市民協働部市民協働課において行う。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

１ この告示は、平成１４年４月１日から施行する。 

（羽島市男女共同参画推進懇話会設置要綱の廃止） 

２ 羽島市男女共同参画推進懇話会設置要綱（平成１１年羽島市告示第３３号）は、廃止する。 

附 則（平成２５年４月１日告示第７５号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２６年２月２６日告示第２７号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年７月１２日告示第１８１号） 

この告示は、令和４年７月１２日から施行する。 
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羽島市男女共同参画推進会議設置要綱 

平成１１年４月２２日 

訓令甲第６号 

（設置） 

第１条 羽島市における男女共同参画社会の実現に関する施策について、総合的かつ効果的な推進を

図るため、羽島市男女共同参画推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 男女共同参画プランの策定及び推進に関すること。 

⑵ 男女共同参画プランの策定及び推進における関係部課間の総合的な調整に関すること。 

⑶ 前２号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は副市長をもって充て、推進会議を総理する。 

３ 副会長は市民協働部長をもって充て、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき、又は欠

けたときは、その職務を代理する。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

（研究部会） 

第５条 推進会議の所掌事項を円滑に遂行するため、研究部会を置く。 

２ 研究部会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 推進会議に付議する事項に関する企画、調査及び研究に関すること。 

⑵ 推進会議から指示された事項の調査及び研究に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、推進会議を補助するために必要な事項に関すること。 

３ 研究部会の部会長は、市民協働課長をもって充て、部会員は別表第２に掲げる職にある者をもっ

て充てる。ただし、部会長は、必要と認めるときは、同表に掲げる職以外の職にある職員をもって

部会員に充てることができる。 

４ 研究部会は、部会長が招集し、会議を主宰する。 

（専門部会） 

第６条 研究部会は、行政施策専門的事項について調査及び研究を行うため、専門部会を置くことが

できる。 

２ 専門部会は、会長が指名する職をもって組織する。 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、推進会議において要求があったときは、関係職員の出席を求めて意見及び説明を聴

き、又は関係部課の長に対し資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 推進会議の庶務は、市民協働部市民協働課において行う。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 
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附 則 

この要綱は、平成１１年４月２２日から施行する。 

附 則（平成１３年４月１日訓令甲第２号） 

この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年８月２７日訓令甲第２号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年６月１９日訓令甲第１１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日訓令甲第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日訓令甲第６号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日訓令甲第７号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２９日訓令甲第２号） 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日訓令甲第４号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１９日訓令甲第１号） 

この訓令は、令和元年７月１９日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令甲第４号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日訓令甲第３号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年７月１２日訓令甲第５号） 

この訓令は、令和４年７月１２日から施行する。 
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別表第１（第３条関係）  別表第２（第５条関係） 

市長室長 

総務部長 

企画部長 

市民部長 

生活環境部長 

健幸福祉部長 

健幸福祉部子育て・健幸担当部長 

産業振興部長 

建設部長 

上下水道部長 

議会事務局長 

教育長 

教育委員会事務局長 

市民病院事務局長 

市民病院看護部長 

消防長 

 市長室危機管理課長 

総務部総務課長 

総務部職員課長 

企画部総合政策課長 

企画部財務課長 

市民協働部生涯学習課長 

市民協働部スポーツ推進課長 

市民部市民課長 

市民部保険年金課長 

健幸福祉部福祉課長 

健幸福祉部高齢福祉課長 

健幸福祉部子育て・健幸課長 

健幸福祉部子育て・健幸課子ども家庭センタ 

ー所長 

産業振興部商工観光課長 

産業振興部農政課長 

市民病院事務局総務課長 

教育委員会事務局教育政策課長 

教育委員会事務局学校教育課長 

消防本部消防総務課長 
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